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は
じ
め
に

　

宇
喜
多
氏
研
究
は
そ
の
出
発
点
で
あ
る
、
し
ら
が
康
義
氏
の
論
考（
１
）
以

降
、
実
証
的
研
究
が
定
着
し
史
料
の
不
足
を
補
う
様
々
な
手
法
の
導
入
に

よ
り
豊
臣
期
を
中
心
に
著
し
い
進
展
が
み
ら
れ
る（
２
）。

近
年
、
豊
臣
期
宇
喜

多
氏
権
力
の
解
明
と
い
う
点
で
、
し
ら
が
論
を
継
承
す
る
も
の
と
し
て
注

目
さ
れ
る
の
は
、
大
西
泰
正
、
森
脇
崇
文
両
氏
の
論
考
で
あ
る
。
大
西
氏

は
宇
喜
多
家
臣
の
戸
川
氏
な
ど
宇
喜
多
氏
重
臣
を
網
羅
す
る
詳
細
な
人
物

研
究
を
進
め
て
お
り
、
ま
た
家
中
騒
動
に
つ
い
て
も
、
従
前
の
重
臣
の
一

斉
退
去
説
を
否
定
す
る
新
見
解
を
提
示
さ
れ
た（
３
）。
一
方
森
脇
氏
は
検
地
論

か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
秀
家
の
新
た
な
権
力
基
盤
と
し
て
領
国
経
営

を
担
う
「
直
属
奉
行
人
」
の
存
在
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（
４
）。

　

宇
喜
多
氏
研
究
の
更
な
る
深
化
が
期
待
さ
れ
る
中
、
史
料
不
足
を
補
完

す
る
意
味
で
、
い
わ
ゆ
る
浮
田
氏
分
限
帳
の
活
用
は
今
後
の
課
題
の
一
つ

と
言
え
よ
う
。
そ
の
存
在
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
情
報
量
も
膨
大
だ

が
、
近
世
の
写
本
故
に
史
料
と
し
て
の
検
討
事
例
は
少
な
い
。
し
ら
が
論

は
分
限
帳
の
一
つ
「
備
前
國
主
宇
喜
多
中
納
言
秀
家
卿
之
着
到（
５
）」

の
加
増

記
載
と
秀
家
の
知
行
宛
行
状
を
突
合
し
そ
の
整
合
性
を
提
唱
さ
れ
た（
６
）。
著

者
に
お
い
て
は
か
つ
て
「
吉
備
拾
遺
本
」
及
び
「
浮
田
氏
分
限
帳（
７
）」

を
中

文
禄
・
慶
長
期
に
お
け
る
宇
喜
多
氏
家
臣
団
の
構
造

─
分
限
帳
の
分
析
か
ら
見
る
重
臣
層
の
負
担
─

寺
尾
克
成
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心
に
検
討（
８
）を

行
っ
た
が
、
史
料
的
価
値
及
び
家
臣
の
人
物
検
討
の
不
徹
底

さ
か
ら
十
分
な
検
討
を
な
し
得
な
か
っ
た
。
近
年
で
は
渡
辺
氏
が
家
臣
団

に
お
け
る
「
組
の
編
成
」
を
指
摘
さ
れ（
９
）、
現
存
す
る
宇
喜
多
氏
の
知
行
宛

行
状
の
分
析
か
ら
分
限
帳
と
の
関
連
付
け
を
行
っ
て
お
ら
れ
る）

（1
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
研
究
動
向
の
中
で
森
脇
論
文）

（（
（

の
発
表
に
よ
り
分
限
帳
は

ま
さ
に
研
究
の
俎
上
に
の
ぼ
っ
た
と
言
え
る
。
氏
は
現
存
す
る
十
八
種
の

分
限
帳
の
詳
細
な
比
較
検
討
及
び
分
類
に
よ
り
原
本
か
ら
の
派
生
の
系
統

を
解
明
、「
慶
長
初
年
宇
喜
多
秀
家
士
帳）

（1
（

」（
以
下
「
士
帳
」
と
表
記
す

る
）
を
原
本
に
最
も
近
い
写
本
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　

本
稿
で
は
こ
れ
ら
先
学
の
業
績
を
基
に
宇
喜
多
家
臣
団
研
究
に
お
け
る

分
限
帳
の
活
用
方
法
の
試
み
の
一
つ
と
し
て
、「
士
帳
」
の
分
析
を
通
じ

て
文
禄
・
慶
長
期
の
宇
喜
多
氏
重
臣
層
の
家
臣
団
内
に
お
け
る
役
割
の
変

化
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　
「
士
帳
」
の
構
成
と
そ
の
成
立
時
期

　
「
士
帳
」
の
表
記
様
式
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
（
史
料
１
））

（1
（　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Ａ
）　　
　
　
　
　
　
　

 （
Ｂ
）

　

１　
　

一　

戸
川
肥
後
守　
　
　
　
　

貮
万
五
千
六
百
石

　
　
　
　
　
　
　

此
内　

七
千
石　
　
　
　
　
　

文
三
御
加
増
（
Ｈ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
石　
　
　
　
　
　
　

慶
三
御
加
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
千
百
石　
　
　
　
　

慶
三
加
山
内
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
千
五
百
七
拾
石　
　

慶
四
加

　

２　
　

一　

新
免
伊
賀
守　
　
　
　
　

三
千
六
百
五
拾
石
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
千
七
拾
五
石　

慶
四
加

　

３　
　

一　

岡　

市
丞　
　
　
　
　
　

三
千
百
六
拾
石
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
百
石　

文
三
加　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
石　
　

慶
三
高
田
城
領

　

  （
Ⅰ
）

　
　
　

御
小
姓
ニ
入

　

４　
　

一　

浮
田
㐂
八　
　
　
　
　
　

千
三
百
廿
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　

96　

一　

鉄
砲
衆
四
十
人　
　
　
　
　

八
百
石

　
　
（
Ｄ
）　　

与
力
分
貮
万
貮
千
四
百
六
十
石
五
斗

　
　
（
Ｃ
）　　

自
分
貮
万
五
千
六
百
石

　
　
（
Ｅ
）　

都
合
四
万
八
千
六
拾
石
五
斗
内

　
　
（
Ｆ
）　　
　
　

貮
千
石
城
領
加　
　

無
役
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〆
四
万
六
千
六
拾
石
五
斗　
　

肥
後
分

　
　
　
　
　
　
　

右　

貮
千
五
百
五
十　
　

山
内
半
役
分
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
石　
　
　
　
　
　

慶
五
ヨ
リ
無
役
引

　
　
　
　
　

完
〆
四
万
貮
千
五
百
拾
石
五
斗

　

97　
　

一　

岡　

越
前
守　
　
　
　
　
　
　

貮
万
三
千
三
百
卅
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
内　
　
　
　
　
　
　

壱
万
石　
　
　

御
加
増
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
石　
　
　
　

慶
三
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
百
卅
石　
　

慶
四
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　

495　

一　

浮
田
河
内
守　
　
　
　
　
　
　

四
千
五
百
石

　

496　

一　

太
田
弥
太
郎　
　
　
　
　
　
　

六
十
五
石

　

497　

一　

今
田
三
九
郎　
　
　
　
　
　
　

五
十
石

　

498　

一　

庄
屋
与
五
郎　
　
　
　
　
　
　

五
十
石

　

499　

一　

寺
尾
彦
兵
衛
尉　
　
　
　
　
　

四
十
石

　

500
小
一　

津
島
次
郎
太
郎　
　
　
　
　
　

四
十
石
内
卅
石
文
四
加

　

501
小
一　

岡
本
権
丞　
　
　
　
　
　
　
　

三
千
貮
百
六
十
五
石
内

　
　
（
Ｇ
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
七
百
石　

慶
四
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
略
）　

　

家
臣
名
（
Ａ
）、
石
高
（
Ｂ
）
が
基
本
事
項
。
寄
親
を
先
頭
に
与
力
が

列
記
さ
れ
た
組
（
以
下
「
組
」
と
表
記
す
る
。）
が
記
載
。
組
名
の
表
記

は
な
い
が
、
組
の
末
尾
に
は
寄
親
石
高
（
Ｃ
）
と
与
力
分
の
石
高
合
計

（
Ｄ
）、
及
び
組
単
位
の
集
計
記
載
（
Ｅ
）（
城
領
、
無
役
地
内
訳
（
Ｆ
）

を
含
む
）
が
記
載
。
た
だ
し
長
船
吉
兵
衛
尉
、
浮
田
河
内
守
の
二
組
に
は

集
計
記
載
（（
Ｅ
）
相
当
部
分
）
が
な
い
。
組
は
十
二
（
浮
田
河
内
守
を

含
む
）
に
編
成
さ
れ
て
い
る
。

　

浮
田
河
内
守
組
の
末
尾
か
ら
御
台
所
衆
ま
で
の
一
七
二
名
は
組
に
属
し

て
い
な
い
が
、
氏
名
の
上
に
「
小
」（
小
姓
の
意
か
（
Ｇ
））
が
記
載）

（1
（

さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
秀
家
直
属
（
以
下
「
馬
廻
」
と
表
記
す
る
）
と
考
え
ら

れ
る
。

　

文
禄
三
～
慶
長
五
年
（
一
五
九
四
～
一
六
〇
〇
）
に
加
増
を
受
け
た
者

は
石
高
表
示
の
後
ろ
に
「
三
百
石　

文
三
加
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
加
増

記
載
が
あ
る
（
Ｈ
）。
加
増
で
は
な
く
新
知
の
場
合
は
「
加
」
の
表
記
で

は
な
く
「
慶
四
新
知
」
等
と
い
う
表
記
と
な
る
。

　

戸
川
組
に
は
家
臣
名
の
右
上
に
「
御
小
姓
ニ
入
」「
宇
弥
八
ニ
入
」
な

ど
の
記
載
（
Ｉ
）
あ
り
、
こ
れ
は
戸
川
の
宇
喜
多
氏
退
去
後
の
与
力
の
再

編
成
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
浮
田
主
馬
組
は

与
力
に
「
被
召
上
」「
主
馬
ニ
入
」「
河
州
ニ
入
」
の
い
ず
れ
か
の
記
載
が

み
ら
れ
る
。
家
臣
の
削
除
記
録
が
線
引
き
（
見
え
消
し
）
で
残
っ
て
い
る

点
は
「
士
帳
」
の
特
徴
と
言
え
よ
う
。
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成
立
時
期
に
つ
い
て
、「
戸
川
家
譜）

（1
（

」
で
慶
長
四
年
病
死
と
さ
れ
る
重

臣
の
長
船
紀
伊
守
が
当
初
か
ら
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
弟
と
さ
れ
る
吉
兵

衛
尉
（
№
233
）
が
寄
親
と
し
て
表
記
。
一
方
で
慶
長
五
年
の
家
中
騒
動）

（1
（

で

宇
喜
多
家
を
退
去
し
た）

（1
（

中
村
次
郎
兵
衛
（
№
437
）
は
記
載
が
貼
紙
に
よ
り

上
書
き
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
士
帳
」
は
慶
長
四
年
の
宇
喜
多
家

臣
団
の
状
況
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
翌
五
年
の
騒
動
に
よ
る
異
動
が

加
筆
、
訂
正
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二　
「
士
帳
」
か
ら
見
る
家
臣
団
の
全
体
構
成

　

全
体
像
の
把
握
の
た
め
「
士
帳
」
の
記
載
を
所
属
、
石
高
別
に
集
計
し

た
も
の
が
（
表
１
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
【
後
掲
（
表
１
）
参
照
】

　

家
臣
総
数
は
六
八
五
人
（
重
複
す
る
八
名
を
除
く
）。
十
二
の
組
と
馬

廻）
（1
（

、
御
台
所
衆
、
西
丸
番
衆
か
ら
構
成
。
鉄
砲
衆
は
「
四
十
人　

八
百

石
」
の
表
記）

（1
（

で
七
組
と
馬
廻
の
戸
川
玄
蕃
（
№
503
）
に
付
属）

11
（

す
る
三
二
〇

名
と
、「
御
鉄
砲
頭
」
十
六
名
（
馬
廻
兼
務
）
に
率
い
ら
れ
る
も
の
五
五

八
名
の
計
八
七
八
名）

1（
（

。
弓
衆
は
各
組
に
付
属
せ
ず
「
御
弓
頭
」
三
名
（
馬

廻
兼
務
、
う
ち
一
名
は
御
鉄
砲
頭
と
も
兼
務
）
に
率
い
ら
れ
る
七
〇
名
で

編
成
。

　

家
臣
の
石
高
総
合
計
は
三
五
万
七
一
二
八
石
六
斗
（
う
ち
無
役
一
万
一

六
五
〇
石
）。
毛
利
氏
の
場
合
は
一
一
二
万
石
に
占
め
る
軍
役
対
象
は
八

九
万
石
（
七
九
．
五
％）

11
（

）
で
あ
り
、
宇
喜
多
氏
に
当
該
比
率
を
当
て
は
め

れ
ば
総
石
高
は
約
四
四
万
九
千
石
。
城
領
等
の
無
役
地
を
加
算
す
る
と

「
慶
長
三
年
大
名
帳）

11
（

」
の
四
七
万
四
千
石
に
近
似
し
て
い
る
。　

　

組
の
構
成
を
み
る
と
き
、
一
万
石
以
上
の
寄
親
が
率
い
る
規
模
の
大
き

な
六
組
と
五
千
石
未
満
の
寄
親
と
少
数
の
与
力
で
編
成
さ
れ
た
六
組
に
大

別
さ
れ
、
そ
の
不
均
衡
が
目
立
つ
。
家
臣
団
構
造
を
検
討
す
る
う
え
で
、

家
中
騒
動
前
に
当
該
不
均
衡
が
生
じ
た
理
由
の
解
明
は
不
可
欠
で
あ
り
、

本
稿
に
お
い
て
は
十
二
組
の
う
ち
前
段
六
組
に
つ
い
て
、
そ
の
編
成
過
程

を
検
討
す
る
。

三　
「
士
帳
」
に
お
け
る
加
増
記
載
の
検
討

　
（
表
１
）
①
か
ら
⑥
の
寄
親
は
い
ず
れ
も
大
西
氏
に
よ
り
詳
細
な
検
討）

11
（

が
な
さ
れ
て
い
る
。
①
戸
川
肥
後
守
、
②
岡
越
前
守
、
③
長
船
吉
兵
衛
尉

は
譜
代
の
重
臣
。
石
高
は
二
万
五
千
石
前
後
、
与
力
数
は
百
名
程
度
で
、

組
ご
と
の
石
高
は
四
～
五
万
石
に
も
及
ぶ
。
⑥
花
房
志
摩
守
も
石
高
と
組

の
規
模
で
前
三
組
に
は
及
ば
な
い
ま
で
も
譜
代
の
重
臣
で
あ
る
。
④
明
石

掃
部
頭
は
旧
浦
上
時
代
は
宇
喜
多
氏
よ
り
も
格
上
の
有
力
国
人
、
石
高
は
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三
万
石
以
上
で
「
士
帳
」
中
最
大
。
⑤
浮
田
左
京
亮
は
一
門
の
重
鎮
で
あ

る
。
こ
れ
ら
六
組
は
宇
喜
多
氏
の
軍
事
的
中
核
を
構
成
し
た
と
規
定
で
き

る
。

　

六
組
の
総
人
員
は
三
六
九
名
、
石
高
は
二
二
万
石
余
。
寄
親
六
人
の
知

行
だ
け
で
一
四
万
五
千
石
余
を
占
め
て
全
家
臣
の
四
割
に
相
当
す
る
。
そ

こ
で
組
の
成
立
過
程
を
「
士
帳
」
の
加
増
記
載
か
ら
検
討
す
る
。

　
「
士
帳
」
に
は
全
体
の
一
九
％
に
当
た
る
一
二
九
名
に
加
増
記
載
が
あ

り
、
総
計
は
一
三
万
三
千
石
余
に
及
ぶ
。
天
正
期
宇
喜
多
氏
の
石
高
は
三

八
万
石
と
推
計）

11
（

さ
れ
る
が
、
前
述
の
と
お
り
慶
長
四
年
に
お
け
る
石
高
は

約
四
七
万
四
千
石
。
約
九
万
四
千
石
の
増
加
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
検
地

の
影
響
も
推
測
で
き
る
が）

11
（

、
仮
に
す
べ
て
を
検
地
に
よ
る
打
ち
出
し
分
と

し
て
も
、
家
臣
へ
の
加
増
は
そ
れ
を
四
万
石
以
上
超
過
し
て
い
る
。
当
然

蔵
入
地
も
あ
る
と
推
計
す
れ
ば
超
過
分
は
更
に
増
加
が
見
込
ま
れ
、
加
増

分
が
検
地
に
よ
る
打
ち
出
し
だ
け
で
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
【
後
掲
（
表
２
）
参
照
】

　
（
表
２
）
か
ら
加
増
の
時
期
は
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）、
慶
長
三
年

（
一
五
九
八
）
に
集
中
。
朝
鮮
出
兵
の
影
響
が
推
測
で
き
る
と
と
も
に
、

対
象
は
①
～
⑥
の
重
臣
に
集
中
し
て
い
る
（
加
増
分
の
六
割
、
与
力
分
を

加
え
る
と
七
割
）。
検
地
に
よ
る
打
ち
出
し
の
反
映
で
あ
れ
ば
、
少
な
く

と
も
文
禄
期
の
加
増
記
載
は
家
臣
団
全
体
に
比
較
的
均
一
に
表
記
さ
れ
る

べ
き
と
考
え
ら
れ
る
が
実
際
は
相
違
し
て
い
る
。
ま
た
石
高
表
記
か
ら
加

増
記
載
を
差
し
引
い
た
加
増
前
石
高
（
文
禄
三
年
以
前
の
状
態
）
を
見
る

と
、
一
万
石
以
上
の
家
臣
は
⑤
浮
田
、
④
明
石
、
②
岡
の
三
名
だ
け
で
重

臣
層
の
石
高
が
意
外
に
低
く
、
文
禄
期
を
中
心
に
家
臣
団
上
層
部
に
大
き

な
変
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
　
（
史
料
２
））

11
（

　
　
　
　
　

以
上

態
申
觸
候
、
仍
御
参
内
ニ
付
而
、
立
か
ら
の
馬
入
候
間
、
服
部
孫
三
・
板

波
山
介
申
次
第
ニ
見
せ
可
申
候
、
自
然
機
ニ
入
候
者
、
一
日
可
借
ル
候
、

為
其
令
申
候
也
、

　
　
　
　
　

夘（文
禄
三
年
）

月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（（宇
喜
多
秀
家
）

花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　

但
組
中
ま
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
越
前
守
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富（戸
川
）川肥

後
守
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
舟
紀
伊
守
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
石
掃
部
助
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

花
房
志
摩
守
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
采
女
正
と
の
へ
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浮
田
平
太
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浮
田
河
内
守
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
本
權
之
丞
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
船
吉
兵
へ
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

服
部
權
兵
へ
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
吉
平
兵
へ
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

角
南
隼
人
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浮
田
六
郎
右
衛
門
尉
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

苅
田
與
右
衛
門
尉
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
田
七
郎
右
衛
門
尉
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宍
甘
四
郎
左
衛
門
尉
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

烏
山
左
馬
允
と
の
へ

　
（
史
料
２
）
は
家
臣
十
八
名
へ
参
内
に
伴
う
「
立
ち
か
ら
の
馬
」
の
捜

索
借
用
の
依
頼
で
あ
る
。
年
代
に
つ
い
て
『
岡
古
』
第
四
輯
解
題
で
は
聚

楽
行
幸
と
関
連
付
け
て
「
天
正
十
六
年
カ
」
と
推
測
し
て
い
る
。
し
か
し

当
該
推
測
に
は
疑
義
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
言
経
卿
記
」
天
正
十
六
年
三

月
二
十
日
条）

11
（

に
は
、
当
時
の
宇
喜
多
氏
重
臣
と
し
て
岡
豊
前
守
、
長
船
越

中
守
（
岡
越
前
守
、
長
船
紀
伊
守
の
父
に
当
た
る
）
の
名
が
見
え
る
。
岡

豊
前
守
は
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
八
月
に
朝
鮮
で
陣
没
し
て
お
り
、
宇

喜
多
勢
は
翌
年
六
月
の
晋
州
城
攻
略
に
も
参
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宛

先
に
岡
越
前
守
を
含
む
（
史
料
２
）
は
文
禄
三
年
以
降
の
も
の
と
言
え

る
。
一
方
で
宛
先
に
見
え
る
岡
→
戸
川
の
序
列
が
、「
士
帳
」
記
載
の
戸

川
→
岡
の
順
に
逆
転
す
る
の
は
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
正
月
十
二
日
の

「
脇
田
寺
寺
領
帳）

11
（

」
が
初
見
で
あ
る
が
、
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
後

述
（
史
料
３
）
文
禄
三
年
九
月
の
戸
川
へ
の
加
増
に
よ
る
石
高
上
昇
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
文
禄
三
年
と
比
定
し
た
。

　

着
目
す
る
の
は
そ
の
宛
先
十
八
名
で
あ
る
。「
但
組
中
ま
て
」
と
あ
る

よ
う
に
依
頼
を
宛
先
家
臣
だ
け
で
な
く
、
そ
の
配
下
ま
で
に
求
め
て
い
る

点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
文
禄
期
以
前
の
宇
喜
多
家
臣
団
は
「
士
帳
」
と
は

異
な
る
十
八
の
組
（
明
石
を
含
め
る
）
が
あ
っ
た）

11
（

と
考
え
ら
れ
、
宛
先
の

十
八
名
は
寄
親
と
規
定
で
き
る
。
な
お
明
石
掃
部
助
に
つ
い
て
は
「
無
御

座
候
」
と
あ
っ
て
「
士
帳
」
同
様
に
与
力
は
な
い
。

　
　
　
　
【
後
掲
（
表
３
）
参
照
】

　
（
表
３
）
は
（
表
２
）
と
（
史
料
２
）
宛
先
寄
親
の
比
較
で
あ
る
。
文

禄
期
と
「
士
帳
」（
慶
長
期
）
家
臣
団
構
成
に
は
寄
親
を
中
心
に
変
動
が

み
ら
れ
る
。
文
禄
以
前
の
組
を
指
揮
し
た
十
八
名
の
寄
親
（
病
死
し
た
長

船
紀
伊
守
は
除
く
）
は
四
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

　
　
　
（
Ⅰ
型
）

　

石
高
に
変
動
は
あ
る
も
の
の
、
慶
長
期
ま
で
一
貫
し
て
寄
親
と
し
て
機
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能
が
継
続
し
て
い
る
者
が
五
名
（
明
石
掃
部
を
含
む
）。
こ
れ
ら
は
全
体

的
に
大
量
の
加
増
を
受
け
石
高
が
二
～
三
倍
に
増
加
。
組
の
集
約
化
は
明

ら
か
で
、
与
力
数
も
増
加
が
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　
（
Ⅱ
型
）

　

他
の
寄
親
（
Ⅰ
型
）
の
与
力
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
者
が
一
名
（
№
235
浮

田
平
太
）。
こ
れ
は
特
殊
な
例
と
推
測
さ
れ
る
。
長
船
紀
伊
守
病
死
後
に

弟
の
吉
兵
衛
尉
が
跡
を
継
い
だ
際
に
同
役
で
あ
っ
た
浮
田
平
太
が
吉
兵
衛

尉
の
補
佐
役
と
し
て
与
力
に
組
み
込
ま
れ
た
可
能
性
が
う
か
が
え
る
（
紀

伊
守
、
吉
兵
衛
尉
、
浮
田
平
太
の
三
組
が
統
合
）。「
士
帳
」
に
お
け
る
長

船
組
に
集
計
記
載
が
な
い
（
群
書
本
に
は
「
文
闕
」
と
表
記
）
理
由
と
し

て
、
紀
伊
守
死
後
の
長
船
組
の
再
編）

1（
（

（
三
組
統
合
）
の
集
計
作
業
が
「
士

帳
」
原
本
作
成
の
作
業
工
程
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
（
後
述
予
定
で
空
欄

と
し
た
ま
ま
で
筆
写
が
な
さ
れ
た
）
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。　

　
　
　
（
Ⅲ
型
）

　

馬
廻
へ
編
入
（
組
の
解
体
）
さ
れ
た
者
が
六
名
。
こ
の
う
ち
浮
田
河
内

守
（
№
495
）
に
つ
い
て
は
、
後
に
寄
親
と
し
て
復
帰
し
て
い
る
。

　
　
　
（
Ⅳ
型
）

　
「
士
帳
」
に
見
ら
れ
な
い
者
。
す
な
わ
ち
慶
長
期
に
は
家
臣
と
し
て
存

在
し
な
い
者
（
同
姓
同
名
の
者
が
「
士
帳
」
に
見
ら
れ
な
い
）
が
五
名
。

岡
采
女
正
は
（
史
料
２
）
の
宛
先
六
番
目
に
位
置
し
、
前
後
の
寄
親
の
状

況
か
ら
知
行
三
千
石
ク
ラ
ス
と
推
測
で
き
る
が
、「
士
帳
」
に
お
け
る
岡

姓
十
八
名
中
で
該
当
者
は
い
な
い）

11
（

。
浮
田
六
郎
右
衛
門
尉
も
同
様
。「
士

帳
」
に
浮
田
姓
は
三
十
一
名
お
り
六
郎
右
衛
門
尉
も
し
く
は
そ
の
後
継
者

の
確
認
は
困
難
で
あ
る
。
服
部
、
村
田
、
鳥
山
の
三
氏
に
つ
い
て
、
服
部

姓
は
三
〇
石
が
三
名
、
鳥
山
姓
は
三
〇
石
一
名
、
村
田
姓
な
し
の
状
況
か

ら
、
後
継
者
を
含
め
家
臣
団
か
ら
消
失
し
て
い
る
。

　

文
禄
以
前
の
有
力
家
臣
の
約
三
分
の
一
は
家
臣
と
し
て
存
在
し
な
く

な
っ
て
い
る
。「
士
帳
」
が
慶
長
四
年
の
状
態
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る

以
上
、
文
禄
期
と
慶
長
期
の
差
異
は
朝
鮮
出
兵
に
お
け
る
家
臣
の
大
量
喪

失）
11
（

に
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

文
禄
以
前
の
十
八
組
の
編
成
は
、
朝
鮮
で
の
損
害
故
に
、
六
名
の
重
臣）

11
（

が
率
い
る
組
に
再
編
、
集
約
（
重
臣
へ
の
加
増
を
含
む
）
し
た
も
の
と
言

え
よ
う
。
な
お
、（
表
１
）
⑤
の
浮
田
左
京
亮
は
（
表
２
）
か
ら
加
増
歴

が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
加
増
前
石
高
が
一
万
七
六
百
石
と
家
中
最
大
。（
史

料
２
）
の
宛
先
に
も
表
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
元
来
は
一
門
と
し
て
別
格
扱

い
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
「
士
帳
」
で
は
序
列
五
位
で
重
臣

と
同
列
に
家
臣
団
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
相
対
的
に
家
中
で
の

地
位
は
低
下
し
て
お
り
、
左
京
亮
が
家
中
騒
動
に
お
い
て
退
転
す
る
理
由

の
一
つ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
左
京
亮
の
父
忠
家
は
「
士
帳
」（
№

360
）
に
「
安
津
」
の
名
で
表
記
さ
れ
、
知
行
一
万
石
を
有
し
て
健
在
で
あ
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る
。
秀
家
の
叔
父
で
あ
り
直
家
以
来
の
唯
一
の
宿
老
で
も
あ
り
、
家
中
騒

動
に
際
し
調
停
者
と
し
て
最
適
の
人
物
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
管
見
の
限
り

に
お
い
て
役
割
を
果
た
し
た
形
跡
が
な
い
点
も
自
家
の
家
格
低
下
に
対
す

る
反
発
と
考
え
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

四　

重
臣
の
「
所
替
」

　
　
　
　
【
後
掲
（
表
４
）
参
照
】

　

次
に
実
際
の
加
増
状
況
に
つ
い
て
検
討
す
る
。（
表
４
）
は
文
禄
三
年

以
降
の
現
存
す
る
秀
家
の
知
行
宛
行
状
（
知
行
目
録
を
含
む
）
と
「
士

帳
」
と
の
関
連
を
ま
と
め
た
も
の
で
、「
士
帳
」
加
増
記
載
の
正
確
さ
が

確
認
で
き
る
。
こ
の
う
ち
戸
川
肥
後
守
は
「
士
帳
」
加
増
記
載
の
四
件
中

三
件
ま
で
の
宛
行
が
確
認
で
き
る
。

　
　
（
史
料
３
））

11
（

　
（（
豊
臣
秀
吉
）　

朱
印
影
））

11
（

於
児
嶋
之
内
、
本
知
七
千
五
百
三
拾
石
幷
為
加
増
、
於
児
嶋
備
中
美
作
国

之
内
七
千
石
、
都
合
壹
万
四
千
五
百
三
拾
石
之
事
、
目
録
別
帋
有
之
、
令

扶
助
訖
、
全
可
領
知
者
也
、

　
　
　

文
（
一
五
九
四
）

禄
三

　
　
　
　

九
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

秀（宇
喜
多
）

家
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　

冨（戸
川
達
安
）

川
肥
後
守
と
の
へ

　
（
史
料
３
）
は
（
表
４
）
№
１
に
該
当
。
袖
に
秀
吉
朱
印
が
捺
さ
れ
て

い
る
点
は
他
の
宇
喜
多
氏
関
係
文
書
に
は
今
の
と
こ
ろ
見
ら
れ
な
い
。
こ

の
秀
吉
朱
印
を
、
し
ら
が
氏
は
「
知
行
宛
行
に
関
す
る
秀
吉
の
検
査
と
承

認
を
意
味
し
て
い
る）

11
（

」
と
し
、
三
鬼
氏
は
「
秀
吉
が
権
力
に
よ
っ
て
知
行

関
係
に
保
証
を
与
え
た
」
も
の
と
し
て
「
い
ま
だ
領
主
権
を
十
分
に
確
立

し
て
い
な
い
大
名
に
対
し
て
は
、
そ
の
後
ろ
盾
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
領

国
の
安
定
化
を
は
か
る）

11
（

」
と
指
摘
さ
れ
、
宇
喜
多
氏
権
力
脆
弱
性
の
例
証

と
さ
れ
て
い
る
。
大
西
氏
は
こ
れ
ら
先
学
の
検
討
を
踏
ま
え
つ
つ
、
秀
吉

朱
印
の
捺
さ
れ
た
位
置
（
冒
頭
の
「
児
嶋
」
に
係
る
よ
う
に
押
印
）
に
着

目
、
児
島
が
旧
毛
利
領
で
中
国
国
切
に
よ
り
宇
喜
多
領
と
な
っ
た
経
緯
を

踏
ま
え
「
因
縁
浅
か
ら
ぬ
領
国
の
境
目
地
域
だ
か
ら
こ
そ
、
秀
家
に
加

え
、
秀
吉
が
こ
れ
を
保
証
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は）

11
（

」
と
論
じ
て
い

る
。

　

し
か
し
当
該
史
料
は
単
な
る
加
増
で
は
な
く
、「
本
知
」
宛
行
を
含
む

点
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
以
前
の
戸
川
の

石
高
は
七
五
三
〇
石
。
そ
れ
が
旧
毛
利
領
で
あ
る
「
児
嶋
之
内
」
に
お
い

て
「
本
知
」
と
し
て
宛
行
わ
れ
て
い
る
。
戸
川
氏
は
宇
喜
多
氏
創
業
の
功
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臣
。
当
然
そ
の
基
盤
は
宇
喜
多
氏
同
様
に
備
前
東
南
部
で
あ
っ
て
児
島
で

は
な
い
。
で
は
な
ぜ
本
知
が
児
島
な
の
か
。
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
文
禄

三
年
の
戸
川
氏
の
児
島
移
封
で
あ
る
。

　

秀
吉
朱
印
は
新
領
に
お
け
る
戸
川
の
領
有
に
対
す
る
後
ろ
盾
と
い
う
よ

り
も
、
秀
家
に
よ
る
戸
川
移
封
を
戸
川
自
身
に
納
得
さ
せ
る
た
め
の
保
障

で
あ
っ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
。

　

戸
川
と
同
じ
Ⅰ
型
に
分
類
さ
れ
る
花
房
志
摩
守
は
、（
表
４
）
№
２
か

ら
文
禄
三
年
九
月
に
「
新
知
三
千
石）

11
（

」
が
宛
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に

は
秀
吉
朱
印
は
な
く
秀
家
の
花
押
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
秀
家
の
知

行
宛
行
権
の
行
使
に
は
、
元
来
秀
吉
の
後
ろ
盾
は
必
要
と
し
て
い
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
重
臣
の
移
封
と
い
う
相
当
の
抵
抗
が
予
想
さ
れ
る
事

態
に
対
し
て
、
秀
家
に
と
っ
て
の
秀
吉
に
よ
る
後
ろ
盾
で
あ
っ
た
と
考
え

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

重
臣
移
封
に
関
し
て
「
戸
川
家
譜）

1（
（

」
で
は
「
三
ヶ
国
検
地
す
、
作
州
・

両
備
州
、
播
磨
の
内
も
同
し
事
な
り
、
諸
士
数
代
所
持
し
来
る
知
行
を
所

替
さ
セ
け
る
程
に
」
と
あ
っ
て
惣
国
検
地
の
実
施
と
そ
れ
に
伴
う
所
領
の

「
所
替
」（
移
封
）
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
書
に
は

「
岡
越
前
組
と
肥
後
守
組
と
、
夏
方
先
納
違
ひ
申
分
に
依
て
、
両
家
引
分

れ
闘
諍
に
及
ふ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
（
史
料
３
）
と
の
関
連
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。「
夏
方
先
納
違
ひ
」
と
は
文
禄
三
年
九
月
に
児
島
移
封
を

命
じ
ら
れ
た
戸
川
が
旧
領
の
文
禄
三
年
分
の
年
貢
を
持
ち
去
っ
た
こ
と
を

示
し
、
戸
川
旧
領
の
一
部
を
領
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
岡
越
前
守
（
も
し

く
は
岡
組
与
力
）
と
の
間
に
係
争
が
生
じ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
同
じ

例
は
「
浦
上
宇
喜
多
両
家
記）

11
（

」
に
花
房
助
兵
衛）

11
（

と
長
船
紀
伊
守
と
の
間
に

も
「
所
替
先
納
ノ
事
ニ
云
分
出
来
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
「
所
替
」
に
伴
う

年
貢
帰
属
の
係
争
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
重
臣
層
を
中
心
に
大
規
模
な
所

領
の
異
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

五　

知
行
の
「
預
ケ
置
」

　
　
（
史
料
４
））

11
（

猶
以
至
只
今
荒
地
之
所
、
従
来
年
令
開
発
候
様
ニ
可
申
付
事
肝

要
候
、
已
上
、

作
刕
山
内
・
高
田
近
辺
五
千
百
石
之
事
、
目
録
別
紙
有
之
、
預
ケ
置

訖
、
彼
地
百
姓
等
相
寛
様
ニ
加
撫
育
、
田
地
不
荒
様
可
申
付
、
然
間
三

ケ
年
者
先
半
役
可
相
勤
者
也
、

　
　
　

慶
（
一
五
九
八
）

長
三

　
　
　
　

九
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秀（宇
喜
多
）

●
家
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　

戸
川
肥（達
安
）後守

殿



國學院雜誌　第 116 巻第 3号（2015） ─ 32 ─
　
（
史
料
４
）
は
（
表
４
）
№
10
で
あ
る
。
内
容
は
「
山
内
・
高
田
」
周

辺
の
五
一
〇
〇
石
の
「
預
け
置
」
で
本
知
、
新
知
、
加
増
の
い
ず
れ
で
も

な
い
。
渡
辺
氏）

11
（

は
こ
れ
を
「
知
行
地
と
し
て
で
は
な
く
宇
喜
多
氏
の
蔵
入

地
が
「
預
け
置
か
れ
た
」」
と
規
定
、「
実
体
が
な
く
、
新
た
な
開
墾
地
と

し
て
預
け
置
か
れ
た
可
能
性
」
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、「
代
官
」
等

の
文
言
が
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
か
ら
蔵
入
地
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

「
只
今
荒
地
」
の
文
言
及
び
石
高
が
す
で
に
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

当
該
地
は
新
規
の
開
墾
地
で
は
な
く
、
荒
廃
し
た
か
つ
て
の
知
行
地
で

あ
っ
た
と
考
え
た
方
が
妥
当
で
あ
る
。
荒
廃
地
の
「
開
発
」、
百
姓
の

「
撫
育
」
を
指
示
。
そ
の
う
え
で
「
三
ケ
年
者
先
半
役
可
相
勤
」
と
し
て

い
る
。「
半
役
」
と
は
年
貢
半
分
で
は
な
く
軍
役
対
象
（
半
役
）
地
を
示

す
も
の
で
あ
り
、「
士
帳
」
に
も
「
五
千
百
石　

慶
三
加
山
内
分
」
と
記

さ
れ
戸
川
の
知
行
に
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
戸
川
組
の
集
計
記
載
で
も

「
貮
千
五
百
五
十　

山
内
半
役
分
引
」
と
表
記
。
ま
さ
に
戸
川
に
と
っ
て

は
荒
廃
地
を
預
け
ら
れ
、
開
発
（
復
旧
で
収
益
は
見
込
め
な
い
）
と
、
半

役
と
は
い
え
軍
役
負
担
の
増
加
と
い
う
二
重
苦
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
で
は
「
預
ケ
置
」
と
は
い
か
な
る
形
態
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

知
行
、
領
知
の
よ
う
に
明
確
に
領
有
権
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

対
象
地
の
「
山
内
・
高
田
」
に
つ
い
て
、「
高
田
」
は
真
島
郡
（
現
在

の
真
庭
市
勝
山
）
高
田
城
付
近
と
推
測
で
き
る
。
高
田
城
は
美
作
西
部
の

要
衝
で
最
終
的
に
は
児
島
と
同
様
に
宇
喜
多
氏
に
引
渡
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ

る
領
国
の
外
周
部
に
当
た
る
地
域
で
あ
る
。「
山
内
」
は
現
在
地
名
と
し

て
存
在
し
な
い
が
高
田
と
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
同
地
域
と
推
測
で

き
る
。

　
　
（
史
料
５
））

11
（

　
　
　
　
　
　
（
前
略
）

　

330　

一　

明
石
掃
部
頭　
　
　

三
万
三
千
百
拾
石

　
　
　
　
　
　
　
　

此
内　
　
　
　
　

壱
万
石　
　
　
　

文
三
御
加
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
石　
　
　
　
　

慶
三
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
千
六
百
拾
石　

慶
三
山
之
内
加

　

331　

一　

明
石
四
郎
兵
衛
尉　

千
石　
　

無
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
三
星
城
領

　
　
　
　
　
　
（
後
略
）

　

明
石
掃
部
頭
（
№
330
）
の
加
増
記
載
に
も
戸
川
同
様
に
「
九
千
六
百
拾

石　

慶
三
山
之
内
加
」（
半
役
、
無
役
の
記
載
な
し
）
が
み
ら
れ
る
。「
預

ケ
置
」
の
記
載
が
な
い
が
、
山
内
分
が
別
記
載
で
、
ま
た
戸
川
の
例
か
ら

み
て
も
「
預
ケ
置
」
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
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「
山
内
」
は
一
万
石
を
超
え
る
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
こ
で
美
作
西
部
の
有
力
国
人
江
原
氏
に
着
目
す
る
。
江
原
親
次
は
宇

喜
多
直
家
の
女
婿
。
篠
向
城
（
高
田
城
か
ら
西
南
六
キ
ロ
）
を
拠
点
と

し
、「
浦
上
宇
喜
多
両
家
記）

11
（

」
で
は
「
知
行
一
万
石
」
を
領
し
た
と
あ
る

が
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
朝
鮮
に
お
い
て
陣
没
し
「
早
世
ニ
テ
家
絶

ス
」
と
さ
れ
る
。「
士
帳
」
に
は
親
次
の
名
は
な
く
、
江
原
姓
で
は
江
原

三
丞）

11
（

（
№
577
）
が
馬
廻
四
百
石
で
残
る
の
み
で
あ
る
。
親
次
に
は
内
記）

11
（

と

い
う
実
子
が
い
た
が
、「
江
原
内
記
」
と
し
て
は
「
士
帳
」
に
記
載
は
な

い
。
し
か
し
「
浮
田
内
記
」（
№
502
）
と
し
て
は
馬
廻
三
千
石
と
し
て
記

載
が
あ
る
。「
吉
備
温
故
秘
録）

11
（

」
か
ら
浮
田
内
記
と
江
原
内
記
は
同
一
人

物
と
推
測
で
き
、
馬
廻
に
お
け
る
序
列
が
二
番
目
で
あ
る
点
か
ら
も
、
内

記
は
江
原
氏
と
し
て
で
は
な
く
、
秀
家
の
甥
の
立
場
か
ら
宇
喜
多
一
門
と

し
て
処
遇
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。「
士
帳
」
の
浮
田
内
記
に
は
加
増
記
載

が
な
い
こ
と
か
ら
、
三
千
石
は
父
親
次
の
遺
領
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
。

残
余
の
親
次
の
所
領
（
荒
廃
し
、
幼
少
の
内
記
で
は
領
知
が
困
難
な
部

分
）
こ
そ
が
「
山
内
」
分
（
特
定
地
名
で
は
な
く
江
原
領
の
総
称
）
と
し

て
戸
川
、
明
石
に
「
預
ケ
置
」
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　

森
俊
弘
氏）

1（
（

は
江
原
氏
旧
臣
の
宇
喜
多
直
臣
化
の
状
況
か
ら
、
江
原
家
臣

団
の
解
体
を
指
摘
さ
れ
て
お
り
そ
の
点
に
つ
い
て
は
筆
者
も
同
意
見
で
あ

る
が
、
江
原
領
は
一
門
衆
た
る
内
記
へ
の
継
承
を
念
頭
に
、
そ
の
復
旧
と

軍
役
確
保
を
戸
川
ら
重
臣
に
転
嫁
し
て
い
る
姿
が
う
か
が
え
る
。
当
然
、

復
旧
完
了
も
し
く
は
内
記
成
人
後
に
「
山
内
」
分
は
内
記
に
返
還
さ
れ
、

戸
川
ら
に
は
新
た
な
荒
廃
地
が
「
預
ケ
置
」
か
れ
る
可
能
性
は
否
定
で
き

な
い
。

　

当
時
の
宇
喜
多
領
に
お
い
て
荒
廃
地
や
闕
所
地
は
広
範
に
存
在
し
て
お

り
、
加
増
＝
負
担
で
あ
っ
た
こ
と
は
次
の
史
料
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。

　
　
（
史
料
６
））

11
（

於
備
前
國
津
高
郡
之
内
弐
百
石
之
事
、
目
録
別
紙
有
之
候
、
就
領
知
悪

与
申
為
替
知
成
扶
助
訖
、
全
被
知
行
、
弥
可
抽
奉
公
之
忠
者
也

　

慶
（
一
五
九
七
）二

　
　

卯
月
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
（
印
文
　
豊
臣
秀
家
）

印
写　

　
　
　
　

進
藤
三
左
衛
門
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
の
へ

　

当
史
料
は
（
表
４
）
№
６
に
相
当
。
こ
れ
に
先
立
つ
文
禄
五
年
正
月
に

進
藤
は
備
中
賀
陽
郡
に
お
い
て
二
百
石
の
宛
行）

11
（

を
受
け
て
い
る
が
、
そ
の

地
が
「
領
知
悪
し
き
」
と
の
申
し
出
に
よ
り
、「
替
地
」
が
宛
行
わ
れ
て

い
る
。
進
藤
三
左
衛
門
尉
は
馬
廻
六
百
石
（
№
555
）。
関
ヶ
原
敗
戦
後
は

秀
家
と
行
動
を
共
に
し
て
そ
の
薩
摩
行
き
を
手
引
き
し
た
人
物
で
、
秀
家
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側
近
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
側
近
と
い
う
立
場
故
に
可
能
で
あ
っ
た

無
心
で
あ
り
、
文
禄
慶
長
期
の
加
増
に
は
「
領
知
悪
し
き
」
地
が
数
多
く

含
ま
れ
て
お
り
、
加
増
対
象
地
の
多
く
は
家
臣
に
と
っ
て
は
不
本
意
な
も

の
で
あ
っ
た
好
例
と
言
え
る
。

六　

与
力
負
担
と
城
領
の
管
理
負
担

　
（
表
２
）
か
ら
各
組
与
力
も
総
計
で
一
万
二
千
石
余
の
加
増
が
み
ら
れ

る
。
こ
の
う
ち
①
戸
川
、
②
岡
、
③
長
船
の
三
組
与
力
二
十
二
名
に
加
増

が
集
中
。
対
象
者
は
組
内
の
序
列
も
比
較
的
上
位
者
で
あ
る
。
ま
た
馬
廻

の
加
増
が
八
十
八
名
で
二
万
五
千
石
余
で
あ
る
の
に
対
し
、
加
増
石
高
の

平
均
値
も
高
い
。
加
増
時
期
は
慶
長
三
年
が
多
く
（
馬
廻
に
も
共
通
）、

こ
れ
ら
が
慶
長
の
役
の
家
臣
団
損
失
の
穴
埋
め
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
寄
親
へ
の
軍
役
転
嫁
の
余
波
が
与
力
等
に
も
及
ん
で
い
る
状
況
が

う
か
が
え
る
。
加
増
与
力
の
う
ち
、
①
戸
川
組
の
大
森
藤
左
衛
門
尉
（
№

23
））

11
（

は
、
宛
行
地
が
（
表
４
）
か
ら
二
国
三
郡
の
広
範
囲
に
散
在
し
て
い

る
。
同
組
の
有
力
与
力
で
あ
る
岡
市
之
丞
（
№
３
））

11
（

も
、
文
禄
期
か
ら
美

作
高
田
付
近
に
知
行
の
一
部
を
有
し
て
お
り）

11
（

、（
史
料
１
）
に
お
け
る
岡

の
加
増
記
載
「
五
百
石　

文
三
加
」
か
ら
、
こ
れ
が
文
禄
三
年
の
加
増
の

一
部
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

一
方
で
馬
廻
は
（
表
４
）
か
ら
比
較
的
に
同
一
郡
内
ま
た
は
同
一
村
内

で
の
一
円
的
な
宛
行
例
が
多
く
み
ら
れ
、
与
力
と
は
加
増
地
の
形
態
に
差

が
あ
る
。
寄
親
の
戸
川
の
加
増
が
領
国
全
体
に
及
ん
で
い
る）

11
（

こ
と
と
合
わ

せ
て
考
え
れ
ば
、
有
力
与
力
も
領
内
の
広
範
囲
に
渡
り
在
地
の
復
旧
と
軍

役
確
保
の
任
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
【
後
掲
（
表
５
）
参
照
】

　

城
領
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
領
国
全
体
に
及
ぶ
は
ず
の
支
城
、
城

領
の
う
ち
で
「
士
帳
」
の
城
領
記
載
は
わ
ず
か
三
例
。（
表
５
）
か
ら
概

ね
慶
長
三
年
に
新
た
に
設
定）

11
（

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
家
臣
知
行
の
闕
所
同

様
に
、
従
前
の
城
領
管
理
者
の
機
能
停
止
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
幸
山
城
領
の
岡
平
次
郎
（
№
107
）
と
（
史
料
５
）
三

星
城
領
の
明
石
四
郎
兵
衛
尉
（
№
331
）
は
、
共
に
「
士
帳
」
記
載
石
高
の

す
べ
て
が
城
領
で
、
自
身
の
知
行
を
有
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
岡
平
次

郎
と
明
石
四
郎
兵
衛
尉
は
宇
喜
多
氏
の
直
臣
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
岡
越

前
守
、
明
石
掃
部
頭
の
家
臣
（
陪
臣
）
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
荒
廃
し
た
城
領
の
復
旧
も
寄
親
に
託
さ
れ
、
そ
こ
か

ら
与
力
委
任
（
高
田
）、
陪
臣
に
よ
る
直
営
（
三
星
）、
与
力
と
陪
臣
の
共

同
管
理
（
幸
山
）
の
よ
う
な
管
理
形
態
を
採
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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ま
と
め

　
「
士
帳
」
の
分
析
か
ら
宇
喜
多
家
臣
団
、
特
に
重
臣
へ
の
負
担
増
の
状

況
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
。
二
度
の
長
期
外
征
に
よ
る
家
臣
団
の
消
耗

と
領
国
の
疲
弊
は
宇
喜
多
氏
に
あ
っ
て
も
甚
大
な
も
の
で
あ
り
、
豊
臣
政

権
か
ら
の
、
今
後
と
も
予
想
さ
れ
る
軍
役
賦
課
に
対
し
、
在
地
の
復
旧
と

家
臣
団
再
編
に
よ
る
軍
役
確
保
は
差
し
迫
っ
た
課
題
で
あ
っ
た
と
言
え
よ

う
。

　

秀
家
は
対
策
と
し
て
重
臣
知
行
地
の
大
幅
な
「
所
替
」
を
行
い
、
加
増

と
い
う
名
目
で
の
広
範
囲
に
散
在
す
る
闕
所
地
や
荒
廃
地
の
宛
行
や
「
預

ケ
置
」
を
実
施
し
て
、
在
地
・
城
領
の
復
旧
を
負
わ
せ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
重
臣
層
へ
の
軍
役
確
保
の
転
嫁
で
あ
る
。
ま
た
十
八
の
軍
事
組
織
を
六

組
に
集
約
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
然
増
員
し
た
と
み
ら
れ
る
与
力
の
管
理

と
い
う
負
担
も
増
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宇
喜
多
氏
重
臣
は
朝
鮮
か
ら

の
帰
還
後
は
、
軍
事
的
中
核
と
し
て
機
能
は
維
持
し
つ
つ
も
、
在
地
の
復

旧
（
軍
役
確
保
の
監
督
者
）
専
任
と
い
う
側
面
が
よ
り
強
く
打
ち
出
さ
れ

て
、
そ
の
役
割
の
転
換
が
図
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
相
対
的
に
従
前
の

領
国
経
営
の
中
枢
へ
の
参
画
と
い
う
比
重
は
低
下
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

と
言
え
る
。
家
臣
団
内
に
お
け
る
こ
の
負
担
の
不
均
衡
が
、
家
中
騒
動
に

お
い
て
重
臣
の
多
く
が
秀
家
を
見
限
る
一
因
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

大
西
氏
は
こ
の
時
期
の
戸
川
肥
後
守
に
つ
い
て
「
領
国
経
営
の
中
枢
か
ら

排
除
さ
れ）

11
（

」
と
規
定
さ
れ
、
ま
た
「
浮
田
左
京
亮
に
つ
い
て
も
同
様
」
と

推
測
し
て
い
る
が
、
士
帳
の
分
析
か
ら
も
同
様
の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る

の
で
あ
る）

11
（

。

　
「
士
帳
」
と
い
う
膨
大
な
デ
ー
タ
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
表
を
多
用

し
た
た
め
、
多
分
に
計
数
的
、
資
料
分
析
中
心
の
内
容
に
な
っ
た
こ
と
は

御
容
赦
願
い
た
い
。
ま
た
推
測
が
多
く
実
証
的
で
な
い
と
い
う
御
批
判
も

甘
受
す
る
覚
悟
で
あ
る
。
願
わ
く
は
本
稿
が
今
後
の
宇
喜
多
氏
研
究
の
一

助
と
な
れ
ば
甚
幸
で
あ
る
。
最
後
に
士
帳
の
閲
覧
、
複
写
を
快
く
御
許
可

い
た
だ
い
た
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
の
皆
様
に
お
礼
を
申
し

上
げ
た
い
。

　

な
お
、
本
稿
提
出
後
に
森
脇
崇
文
氏
の
「
豊
臣
期
宇
喜
多
氏
の
構
造
的

特
質
」（『
待
兼
山
論
叢
』
第
四
十
六
号
史
学
篇　

二
〇
一
二
年
一
二
月
）

及
び
小
川
雄
氏
の
「
徳
川
権
力
と
戸
川
達
安
─
慶
長
年
間
を
中
心
と
し
て

─
」（『
十
六
世
紀
史
論
叢
』
第
三
号　

二
〇
一
四
年
三
月
）
に
接
し
た
。

本
稿
と
関
連
す
る
記
述
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
取
り
入
れ

て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
御
容
赦
願
い
た
い
。
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注（１
）
し
ら
が
康
義
「
戦
国
豊
臣
期
大
名
宇
喜
多
氏
の
成
立
と
崩
壊
」（『
岡
山
県
史
研

究
』
六
号　

一
九
八
四
年
二
月
）

（
２
）
宇
喜
多
氏
研
究
は
多
岐
に
及
び
個
々
の
業
績
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、
大
西
泰

正
「
総
論
備
前
宇
喜
多
氏
を
め
ぐ
っ
て
」（『
論
集
戦
国
大
名
と
国
衆
一
一　

備
前

宇
喜
多
氏
』
二
〇
一
二
年　

岩
田
書
院
）
に
詳
細
に
分
類
、
解
説
さ
れ
て
い
る
の

で
参
照
願
い
た
い
。

（
３
）
大
西
泰
正　
『
豊
臣
期
の
宇
喜
多
氏
と
宇
喜
多
秀
家
』（
岩
田
選
書　

地
域
の
中
世

七　

岩
田
書
院　

二
〇
一
〇
年　

以
下
「
大
西
著
書
①
」
と
表
記
す
る
）、
同

『「
大
老
」
宇
喜
多
秀
家
と
そ
の
家
臣
団　

続
豊
臣
期
の
宇
喜
多
氏
と
宇
喜
多
秀

家
』（
岩
田
書
院　

二
〇
一
二
年　

以
下
「
大
西
著
書
②
」
と
表
記
す
る
。）、
同

「
明
石
掃
部
の
基
礎
的
考
察
」（『
岡
山
地
方
史
研
究
』
一
二
五　

二
〇
一
一
年
）

（
４
）
森
脇
崇
文
「
豊
臣
期
大
名
権
力
の
変
革
過
程
─
備
前
宇
喜
多
氏
の
事
例
か
ら
─
」

（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
二
五　

二
〇
一
一
年
）　

以
下
「
森
脇
論
考
①
」
と
表
記
す

る
。）

（
５
）
永
山
卯
三
郎
遍
『
吉
備
郡
史
』
中
巻
（
名
著
出
版　

復
刻
）
所
収
。
以
下
本
稿
に

て
引
用
す
る
場
合
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
り
、「
吉
備
拾
遺
本
」
と
表
記
す
る
。

（
６
）
註
１
に
同
じ

（
７
）『
続
群
書
類
従
』
第
二
十
五
輯
上　

武
家
部　

所
収
。
以
下
本
稿
に
て
引
用
す
る

場
合
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
り
、「
群
書
本
」
と
表
記
す
る
。

（
８
）
筆
者
「
宇
喜
多
氏
家
臣
団
の
崩
壊
」（
國
史
學
會　

大
会
報
告　

一
九
九
一
年
五

月
一
九
日
）　

（
９
）
渡
邉
大
門
『
戦
国
期
浦
上
氏
・
宇
喜
多
氏
と
地
域
権
力
』（
岩
田
書
院　

二
〇
一

一
年　

以
下
、「
渡
邊
著
書
」）
と
表
記
す
る
。

（
10
）
渡
邉
大
門
「
宇
喜
多
氏
家
臣
に
関
す
る
一
考
察
」（『
年
報
赤
松
氏
研
究
』
第
五
号　

二
〇
一
二
年
）

（
11
）
森
脇
崇
文
「
宇
喜
多
氏
分
限
帳
の
分
析
試
論
─
諸
写
本
の
比
較
検
討
か
ら
─
」

（『
史
敏
』
九　

二
〇
一
一
年
）　

以
下
「
森
脇
論
考
②
」
と
表
記
す
る
。

（
12
）
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
所
蔵　
「
加
越
能
文
庫
」
所
収
。

（
13
）
註
12
に
同
じ
。
ま
た
史
料
中
の
人
名
等
に
付
さ
れ
た
ア
ラ
ビ
ア
数
字
及
び
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
筆
者
に
よ
る
。
人
名
に
付
し
た
数
字
は
士
帳
に
お
け
る
各
家
臣
の

表
記
位
置
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、
先
頭
に
記
さ
れ
た
戸
川
肥
後
守
を
１
と

し
て
以
後
連
番
を
付
し
て
い
る
。
な
お
当
該
数
字
は
各
組
等
に
付
属
す
る
「
鉄
砲

衆　

四
十
人
」
等
に
も
付
し
て
い
る
。

（
14
）
浮
田
河
内
守
組
の
最
後
に
記
載
さ
れ
る
津
島
次
郎
太
郎
（
№
500
）
に
も
「
小
」
が

付
さ
れ
て
い
る
が
、
津
島
は
浮
田
太
郎
左
衛
門
組
（
後
の
浮
田
主
馬
組
）
か
ら
河

内
守
組
に
異
動
し
て
お
り
、「
小
」
の
表
記
は
誤
記
と
推
測
さ
れ
る
。
石
高
か
ら

見
て
も
津
島
は
四
〇
石
で
あ
り
、
馬
廻
の
先
頭
は
岡
本
権
丞
（
№
501
）
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

（
15
）
国
立
公
文
書
館
蔵　
『
早
島
の
歴
史
』
三
巻
史
料
編　

所
収

（
16
）『
鹿
苑
日
録
』
第
三
巻　

慶
長
五
年
正
月
八
日
条

（
17
）
大
西
著
作
①　

第
三
部
第
三
章
に
よ
り
家
中
騒
動
の
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
、
長

船
紀
伊
、
中
村
次
郎
兵
衛
、
浮
田
太
郎
左
衛
門
ら
の
再
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。

あ
わ
せ
て
『
鹿
苑
日
録
』
で
死
亡
説
が
記
さ
れ
た
中
村
が
後
に
前
田
家
に
仕
え
た

こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）
馬
廻
に
つ
い
て
は
、「
士
帳
」
中
に
特
に
文
言
の
表
記
は
な
い
が
（
氏
名
の
上
に

「
小
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
）
本
稿
で
は
他
の
所
属
と
区
別
す
る
た

め
便
宜
上
「
馬
廻
」
と
表
記
す
る
（
以
下
同
じ
）。

（
19
）
宍
甘
太
郎
兵
衛
尉
組
だ
け
は
「
鉄
砲
衆
廿
人　

四
百
石
」
が
二
組
付
属
し
て
い

る
。　

（
20
）
馬
廻
中
で
戸
川
玄
蕃
（
№
503
）
だ
け
鉄
砲
衆
が
付
属
し
て
い
る
点
は
不
自
然
で
あ

る
。
本
来
は
鉄
砲
衆
の
位
置
が
三
人
繰
り
上
が
っ
た
浮
田
河
内
組
の
末
尾
（
500
津

島
と
501
岡
本
の
間
）
に
あ
り
、
筆
写
の
過
程
で
位
置
が
現
在
の
場
所
へ
ず
れ
た
と

推
測
で
き
る
が
、
現
時
点
で
は
「
士
帳
」
記
載
の
と
お
り
と
す
る
。

（
21
）
鉄
砲
衆
に
つ
い
て
は
、
各
組
に
付
属
す
る
者
は
一
人
当
た
り
二
〇
石
が
基
準
で
あ

る
の
に
対
し
鉄
砲
頭
に
指
揮
さ
れ
る
直
轄
の
鉄
砲
衆
は
一
人
当
た
り
四
〇
石
と
倍
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の
基
準
で
あ
る
。
双
方
基
準
の
相
違
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

（
22
）「
天
正
十
九
年
三
月
十
三
日
付
豊
臣
秀
吉
朱
印
知
行
目
録
」　
「
毛
利
家
文
書
」
九

五
七
号
（『
大
日
本
古
文
書　

毛
利
家
文
書
』
三　

所
収
）

（
23
）『
続
群
書
類
従
』
第
二
十
五
輯
上　

武
家
部　

所
収

（
24
）
註
３
に
同
じ
。

（
25
）『
岡
山
県
史
』
近
世
一　

第
一
章
一
節　

四
〇
頁

（
26
）
筆
者
「
宇
喜
多
氏
検
地
の
再
検
討
」（『
米
原
正
義
先
生
古
稀
記
念
論
集　

戦
国
織

豊
期
の
政
治
と
文
化
』
平
成
五
年
）。
筆
者
は
宇
喜
多
氏
検
地
の
不
徹
底
さ
を
論

ず
る
者
と
し
て
、
当
該
論
中
に
お
い
て
播
磨
国
赤
穂
郡
真
殿
村
の
文
禄
検
地
を
例

に
と
り
、
①
斗
代
の
低
設
定
と
②
検
地
奉
行
で
あ
る
「
宇
喜
田
河
内
守
」
及
び

「
宇
喜
多
土
佐
守
（
こ
れ
を
宇
喜
多
忠
家
と
人
物
比
定
）」
が
宇
喜
多
氏
重
臣
で
あ

る
こ
と
か
ら
同
村
の
検
地
を
両
人
の
知
行
地
の
差
出
と
規
定
し
た
が
、
②
の
土
佐

守
は
忠
家
で
は
な
く
森
脇
論
考
①
か
ら
浮
田
姓
を
与
え
ら
れ
た
「
直
属
奉
行
人
」

の
「
延
原
土
佐
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
、
筆
者
の
差
出
説
は
誤
り
で
あ
っ
た

と
言
え
る
。
た
だ
し
①
に
関
し
て
は
「
直
属
奉
行
人
」
が
実
施
し
た
検
地
と
し
て

は
斗
代
設
定
が
低
い
と
い
う
疑
問
は
解
消
さ
れ
て
お
ら
ず
在
地
と
の
何
ら
か
の
妥

協
は
類
推
で
き
る
。
な
お
、
当
該
論
は
『
論
集
戦
国
大
名
と
国
衆
一
一　

備
前
宇

喜
多
氏
』（
二
〇
一
二
年　

岩
田
書
院
）
に
再
掲
さ
れ
て
い
る
。
再
掲
に
当
た
っ

て
森
脇
氏
の
ご
指
摘
は
存
じ
て
い
た
が
、
宇
喜
多
氏
研
究
史
の
一
連
の
流
れ
に
お

け
る
当
該
論
の
位
置
づ
け
か
ら
、
敢
え
て
加
筆
訂
正
は
行
わ
ず
当
初
の
ま
ま
再
掲

し
た
こ
と
を
申
し
上
げ
て
お
く
。

（
27
）「
遠
藤
家
文
書
」（『
岡
山
県
古
文
書
集
』（
以
下
『
岡
古
』
と
表
記
）
第
四
輯
一
三

七
頁
）

（
28
）「
言
経
卿
記
」
三
（『
大
日
本
古
記
録
』）

（
29
）『
黄
薇
古
簡
集
』
一
七
六
頁

（
30
）「
渡
邉
著
書
」
第
一
部
第
五
章
に
お
い
て
渡
邉
氏
は
『
岡
古
』
の
年
代
比
定
に
従

い
「
天
正
十
六
年
前
後
を
契
機
と
し
て
「
組
」
が
組
織
さ
れ
た
」
と
規
定
さ
れ
て

い
る
が
、「
遠
藤
家
文
書
」
で
は
組
編
成
の
存
在
は
確
認
で
き
て
も
、
そ
の
編
成

の
契
機
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
31
）
長
船
吉
兵
衛
尉
組
の
成
立
過
程
か
ら
、「
士
帳
」
の
長
船
の
加
増
記
載
は
吉
兵
衛

と
紀
伊
守
の
加
増
記
載
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
む
し
ろ
大
半
が
紀
伊
守
分
と

も
）
と
考
え
ら
れ
る
。

（
32
）
岡
市
丞
（
№
３
）
の
加
増
前
石
高
が
一
六
六
〇
石
、
岡
新
作
（
№
99
）
一
五
一
〇

石
、
岡
小
六
（
№
100
）
が
一
四
五
〇
石
と
千
石
以
上
が
三
名
存
在
す
る
が
、
い
ず

れ
も
石
高
的
に
該
当
し
な
い
。

（
33
）
大
西
氏
は
著
書
②
（
第
三
章　

註
35
）
で
「
島
津
家
文
書
」、「
小
早
川
文
書
」
に

よ
り
文
禄
の
役
に
お
け
る
宇
喜
多
氏
の
朝
鮮
で
の
損
耗
を
五
分
の
一
か
ら
四
分
の

一
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。

（
34
）
こ
の
う
ち
長
船
紀
伊
守
に
つ
い
て
は
「
士
帳
」
成
立
前
に
死
亡
し
て
い
る
が
、
弟

吉
兵
衛
と
の
を
含
め
て
一
体
の
も
の
と
捉
え
る
。

（
35
）「
秋
元
興
朝
氏
所
蔵
文
書
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所　

影
写
本
）。
な
お
判
読
に

当
た
り
読
点
及
び
中
黒
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
36
）
影
写
本
で
あ
る
た
め
印
影
は
当
然
黒
で
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
で
秀
吉
黒
印
は
な

く
、
当
該
文
書
の
存
在
を
最
初
に
紹
介
さ
れ
た
し
ら
が
氏
は
こ
れ
を
朱
印
と
判
断

し
（
註
１
）、
ま
た
三
鬼
清
一
郎
氏
も
「
豊
臣
秀
吉
文
書
に
関
す
る
基
礎
的
研
究

（
続
）」（『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
史
学
三
五
号
）
に
お
い
て
同
様
に
考

察
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
本
稿
で
も
朱
印
と
し
た
。

（
37
）
し
ら
が
氏
前
掲
論
文

（
38
）
三
鬼
清
一
郎
氏
前
掲
論
文

（
39
）
大
西
著
作
②
第
３
章　

九
九
頁

（
40
）
註
35
に
同
じ

（
41
）
註
15
に
同
じ

（
42
）
備
作
之
史
料
（
五
）『
金
沢
の
宇
喜
多
家
史
料
』　

所
収

（
43
）
花
房
助
兵
衛
は
美
作
荒
神
山
城
に
あ
っ
て
宇
喜
多
氏
の
美
作
経
略
を
主
に
に
な
っ

た
重
臣
で
あ
る
が
、「
士
帳
」
成
立
の
慶
長
四
年
時
点
で
は
す
で
に
宇
喜
多
氏
を

退
去
し
て
い
る
。
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（
44
）
註
35
に
同
じ
。

（
45
）
渡
邉
著
書　

第
一
部
第
三
章　

一
一
〇
頁

（
46
）
註
12
に
同
じ
。

（
47
）
註
42
に
同
じ
。

（
48
）「
源
姓
江
原
氏
旧
記
」（『
美
作
古
城
史
』
第
一
輯　

所
収
）
に
よ
れ
ば
、
江
原
三

丞
は
親
次
の
甥
と
あ
る
。

（
49
）「
金
田
家
中
興
由
緒
書
」（『
美
作
古
城
史
』
第
一
輯　

所
収
）

（
50
）「
吉
備
温
故
秘
録
」
巻
八
十
四　

干
城
一
三　

五
九　

虫
明
九
平
次
（『
吉
備
群
書

集
成
』
第
六
輯　

所
収
）
に
「
中
納
言
殿
被
申
候
は
、
我
姉
幷
に
甥
宇
喜
多
内
記

親
子
之
者
、
作
州
笹
吹
に
罷
在
候
」
と
あ
る
。　

（
51
）『
久
世
町
史
』
資
料
編　

第
一
巻　

編
年
資
料　

一
四
〇
七
号
文
書
解
説
。
な
お
、

森
氏
の
考
察
と
は
別
に
（
表
４
）
№
12
か
ら
慶
長
四
年
二
月
の
戸
川
へ
の
宛
行
状

（
加
増
）
に
お
い
て
江
原
氏
の
本
貫
地
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
久
米
郡
倭
文
（
現

在
の
美
咲
町
北
西
部
）
の
地
に
お
い
て
一
五
〇
石
が
加
増
さ
れ
て
い
る
点
に
も
注

目
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
52
）「
古
文
書
十
八
通
」（
国
立
国
会
図
書
館　

古
典
籍
資
料
室
）

（
53
）
註
52
に
同
じ
。（
表
４
）
№
４
に
相
当
。

（
54
）（
表
４
）
の
宛
行
状
は
二
十
一
通
で
あ
る
が
、
家
中
騒
動
後
の
慶
長
五
年
八
月
分

の
四
件
は
除
い
て
検
討
す
る
。

（
55
）
岡
市
之
丞
は
戸
川
肥
後
守
の
与
力
で
石
高
三
一
六
〇
石
。「
士
帳
」
で
は
再
編
成

の
記
載
が
な
く
、
ま
た
群
書
本
で
は
退
去
者
と
し
て
○
印
が
つ
い
て
い
る
こ
と
か

ら
も
家
中
騒
動
に
伴
い
宇
喜
多
氏
を
退
去
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
56
）
文
禄
四
年
の
寺
社
領
一
括
寄
進
に
際
し
、
岡
は
高
田
周
辺
の
知
行
地
か
ら
、
化
生

寺
と
宝
泉
寺
へ
計
三
十
石
の
引
渡
し
命
令
を
受
け
て
い
る
。「
文
禄
四
年
十
二
月

吉
日
付
宇
喜
多
秀
家
黒
印
状
」（「
美
作
化
生
寺
文
書
」
一
号
（『
岡
山
県
史
』
二

〇
巻　

家
わ
け
史
料　

所
収
）
及
び
「
文
禄
四
年
十
二
月
吉
日
付
宇
喜
多
秀
家
黒

印
状
」（「
美
作
化
生
寺
文
書
」（『
久
世
町
史
』
資
料
編　

第
一
巻　

編
年
資
料　

所
収　

一
三
九
一
号
文
書
）。

（
57
）
宛
行
状
か
ら
断
定
で
き
る
の
は
戸
川
だ
け
で
あ
る
が
、
同
じ
く
寄
親
の
花
房
志
摩

守
は
（
表
４
）
の
三
千
石
（
和
気
郡
新
田
庄
内
）
以
外
に
「
士
帳
」
加
増
記
載
と

の
差
五
千
石
に
関
し
て
は
別
途
宛
行
が
見
込
ま
れ
る
。

（
58
）
幸
山
城
は
、
備
中
高
梁
川
の
東
岸
、
山
陽
道
と
の
交
差
地
点
に
あ
り
中
国
国
切
を

経
て
宇
喜
多
氏
が
領
有
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
三
星
城
は
美
作
南
東
部
、
吉
井
川

と
出
雲
街
道
の
交
差
地
点
に
あ
り
国
人
後
藤
氏
の
本
拠
。
戦
国
期
は
各
勢
力
の
争

奪
地
と
な
り
、
天
正
七
年
の
後
藤
氏
滅
亡
に
よ
り
宇
喜
多
氏
に
帰
属
し
て
い
る
。

高
田
城
も
前
述
の
と
お
り
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
城
も
中
世
以
来
の
も
の
で
あ
っ
て

そ
の
城
領
も
当
然
慶
長
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
59
）
大
西
著
作
②　

第
三
章
「
戸
川
達
安
を
め
ぐ
っ
て
」　

一
〇
四
か
ら
一
〇
七
頁

（
60
）
宇
喜
多
氏
の
成
立
過
程
か
ら
見
て
も
、
そ
の
大
名
権
力
が
譜
代
重
臣
の
合
議
体
制

の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
自
ら
の
権
力
基
盤
と
い
う

べ
き
譜
代
重
臣
を
排
除
し
た
秀
家
は
新
た
な
権
力
基
盤
を
ど
こ
に
求
め
た
の
か
。

今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
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（
表

　
１

）　「
士

帳
」

に
み

る
家

臣
団

の
構

成
・

石
高

分
布

所
属

寄
親

与
力

石
高

　
　

　
下

段
の

（
　

）
内

は
人

数
合

計
（

Ｆ
を

除
く

）

石
高

総
合

計
合

計

備
考

石
高

内
訳

内
訳

小
計

組
付

属
鉄

砲
衆

※

与
力

管
理

城
領

与
力

石
高

集
計

無
役

　
計

軍
役

対
象

無
役

半
役

城
領

10,000石
9,999石

～
2,999石

～
999石

～
499石

～
99石

～
49石

～
※

1
※

2
Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ
以

上
3,000

石
1,000

石
500

石
100

石
50

石
1

石
Ｅ

Ｆ
Ｇ

Ｅ
+Ｆ

=Ｈ
Ａ

+Ｅ
=Ｉ

Ｆ
+Ｉ

=Ｊ
Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｇ=Ｋ

Ｊ
-Ｋ

=Ｌ

戸
川

肥
後

守
25,600 

1,000 
2,550 

1,000 
6,810 

2,320 
5,165 

6,195 
914 

1,086.5 
22,490.5 

800 
23,290.5 

①

1,000 
48,090.5 

48,890.5 
5,550 

43,340.5 
（

2）
（

2）
（

6）
（

33）
（

15）
（

36）
（

94）
（

40）
（

134）

（
土

佐
守

分
　

再
掲

）
120 

100 
140 

360 

（
1）

（
2）

（
5）

（
8）

②
岡

　
越

前
守

23,330 
1,000 

4,500 
6,460 

2,940 
4,380 

1,040 
2,377 

21,697 
1,000 

21,697 
45,027 

45,027 
2,000 

43,027 
（

1）
（

4）
（

5）
（

22）
（

17）
（

86）
（

135）
（

135）

③
長

船
　

吉
兵

衛
尉

24,084 
9,000 

2,010 
1,690 

2,510 
1,145 

1,690 
18,045 

18,045 
42,129 

42,129 
0 

42,129 
（

2）
（

2）
（

2）
（

17）
（

18）
（

54）
（

95）
（

95）

④
明

石
　

掃
部

頭
33,110 

1,000 
1,000 

1,000 
800 

1,000 
1,800 

34,110 
34,910 

2,000 
32,910 

（
1）

（
1）

（
40）

（
41）

⑤
浮

田
　

左
京

亮
24,079.1 

1,000 
10,000 

500 
680 

390 
380 

11,950 
800 

12,750 
36,029.1 

36,829.1 
1,000 

35,829.1 

（
1）

（
1）

（
4）

（
7）

（
14）

（
27）

（
40）

（
67）

（
一

門
　

再
掲

）
10,000 

300 
10,300 

 
10,300

（
1）

（
1）

（
2）

⑥
花

房
　

志
摩

守
14,860 

500 
670 

370 
190 

1,230 
1,230 

16,090 
16,090 

500 
15,590 

（
5）

（
6）

（
6）

（
17）

（
17）

①
～

⑤
  小

計
145,063.1

10,000 
20,310 

11,790 
10,295 

14,435 
3,859 

5,723.5 
76,412.5 

2,400 
3,000 

78,812.5 
4,500 

2,550 
1,000 

221,476 
223,876 

11,050 
212,826 

（
人

数
　

小
計

）
⑹

（
1）

（
5）

（
9）

（
14）

（
81）

（
63）

（
196）

（
369）

（
120）

（
489）

⑦
浮

田
　

主
馬

（
旧

　
浮

田
太

郎
左

衛
門

尉
）

4,360 
300 

710 
495 

775 
1,980 

1,980 
6,340 

6,340 
300 

6,040 浮
田

太
郎

左
衛

門
尉

は
集

計
よ

り
除

外
（

4）
（

8）
（

24）
（

36）
（

36）
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⑧
浮

田
　

菅
兵

衛
尉

4,000
 

200 
105 

370 
675 

800 
1,475 

4,675 
5,475 

0 
5,475 

（
2）

（
2）

（
13）

（
17）

（
40）

（
57）

⑨
宍

甘
　

太
郎

兵
衛

尉
（

旧
　

中
村

次
郎

兵
衛

）
1,210

210 
170 

380 
800 

1,180 
1,590 

2,390 
0 

2,390 中
村

次
郎

兵
衛

は
集

計
よ

り
除

外
（

3）
（

5）
（

8）
（

40）
（

48）

⑩
楢

村
　

監
物

3,100 
300 

110 
715 

825 
800 

1,625 
3,925 

4,725 
300 

4,425 
（

2）
（

22）
（

24）
（

40）
（

64）

⑪
明

石
　

久
兵

衛
尉

2,000 
70 

400 
470 

800 
1,270 

2,470 
3,270 

0 
3,270 

（
1）

（
17）

（
18）

（
40）

（
58）

⑫
浮

田
　

河
内

守
4,500 

0 
4,500 

4,500 
0 

4,500 
（

0）

　
　

馬
廻

　
　

　
　

　
　

※
３

6,265 
25,209 

25,290 
21,535 

385 
560 

79,244 
800 

79,244 
80,044 

0 
80,044 

（
2）

（
19）

（
38）

（
87）

（
6）

（
19）

（
171）

（
40）

　
御

台
所

衆
130 

100 
60 

290 
290 

290 
0 

290 
（

1）
（

2）
（

2）
（

5）

　
西

丸
番

衆
450 

140 
509 

1,099 
1,099 

1,099 
0 

1,099 
（

2）
（

2）
（

21）
（

25）

　
御

鉄
砲

衆
22,320 

22,320 
0 

22,320 16
組

編
成

　
※

4
（

558）

　
御

弓
衆

2,800 
2,800 

0 
2,800 ３

組
編

成　
※

5
（

70）

石
高

　
計

164,233.1
9,600

5,100
2,000

10,000
26,575 

36,999 
35,585 

37,460 
5,474 

9,282.5 161,375.5 
6,400 

3,000 
86,343 

350,728.6 
357,128.6 

11,650 
345,478.6 

（
人

数
　

計
）

（
12）

（
1）

（
7）

（
28）

（
52）

（
177）

（
89）

（
319）

（
673）

（
320）

（
752）

（
685）

（
1005）

0 
0 

　
※

1　
Ｄ

欄
に

お
け

る
戸

川
肥

後
守

の
城

領
（

1,000
石

）
に

つ
い

て
は

、「
士

帳
」

に
城

名
等

の
記

載
は

な
い

が
、

戸
川

組
の

集
計

記
載

か
ら

後
述

の
「

高
田

城
領

」
以

外
の

存
在

が
推

測
さ

れ
る

。
　

※
2　

 Ｈ
欄

の
「

与
力

石
高

集
計

」
の

値
は

「
士

帳
」

の
個

々
の

与
力

の
石

高
表

記
の

集
計

値
で

あ
る

が
、「

士
帳

」
中

の
組

単
位

の
集

計
記

載
と

一
致

し
な

い
（

い
ず

れ
も

個
々

の
石

高
の

集
計

値
の

方
が

大
き

い
）

に
関

し
て

は
、

原
本

か
ら

「
士

帳
」

ま
で

の
筆

写
の

過
程

に
お

い
て

家
臣

の
加

筆
が

類
推

さ
れ

る
が

、
今

後
の

検
討

課
題

と
し

た
い

。
　

※
3　

馬
廻

に
つ

い
て

は
当

然
与

力
で

は
な

い
が

、
石

高
と

人
数

の
分

布
を

同
表

中
で

表
記

す
る

た
め

「
与

力
石

高
の

内
訳

」
欄

及
び

Ｅ
欄

に
記

載
し

た
。

御
台

所
衆

、
西

丸
番

衆
に

つ
い

て
も

同
様

。
　

※
4　

御
鉄

砲
衆

は
、

39
人

編
成

４
組

、
38

人
編

成
９

組
、

20
人

編
成

３
組

の
計

558
名

（
御

鉄
砲

頭
は

馬
廻

の
兼

務
で

あ
る

た
め

除
く

）
　

※
5　

御
弓

衆
は

、
30

人
編

成
２

組
、

10
人

編
成

１
組

の
計

70
名

（
御

弓
頭

は
馬

廻
の

兼
務

で
あ

る
た

め
除

く
）
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（
表

　
2）　

　「
士

帳
」

み
る

家
臣

団
の

加
増

一
覧

所
属

氏
名

寄親
与

力
人

数
石

高
文

禄
3

年
文

禄
4

年
文

禄
5

年
慶

長
元

年
慶

長
2

年
慶

長
3

年
慶

長
4

年
慶

長
5

年
加

増
　

そ
の

他
加

増
計

加
増

前
石

高
備

考

①
戸

川
肥

後
守

戸
川

　
肥

後
守

1
25,600 

7,000 
6,100 

4,970 
18,070 

7,530 慶
三

内
訳

　
1,000、

5,100
山

内
之

内
与

力
分

10
8,945 

500 
350 

0 
0 

300 
1,700 

2,075 
0 

0 
4,925 

4,020 
（

組
　

小
計

）
34,545 

7,500 
350 

0 
0 

300 
7,800 

7,045 
0 

0 
22,995 

11,550 

②
岡

越
前

守
岡

　
越

前
守

1
23,330 

1,000 
730 

10,000 
11,730 

11,600 
与

力
分

5
2,440 

0 
20 

0 
0 

430 
1,200 

0 
0 

0 
1,650 

790 
（

組
　

小
計

）
25,770 

0 
20 

0 
0 

430 
2,200 

730 
0 

10,000 
13,380 

12,390 

③
長

船
吉

兵
衛

長
船

　
吉

兵
衛

尉
1

24,084 
7,000 

5,000 
1,000 

3,454 
16,454 

7,630 
与

力
分

7
12,310 

3,000 
0 

980 
0 

0 
1,330 

0 
0 

0 
5,310 

7,000 
（

組
　

小
計

）
36,394 

10,000 
0 

5,980 
0 

0 
2,330 

3,454 
0 

0 
21,764 

14,630 
④

明
石

掃
部

頭
明

石
　

掃
部

頭
1

33,110 
10,000 

10,610 
20,610 

12,500 慶
三

内
訳

　
1,000、

9,610
山

内
之

内

⑤
浮

田
左

京
亮

浮
田

　
左

京
亮

1
24,079 

500 
5,919.1 

6,419.1 
17,660 1,000

石
無

役
与

力
分

1
500 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

500 
0 

0 
500 

0 
（

組
　

小
計

）
24,579 

0 
0 

0 
0 

0 
500 

500 
5,919 

0 
6,919 

17,660 
⑥

花
房

志
摩

守
花

房
　

志
摩

守
1

14,860 
8,000 

500 
8,500 

6,360 

小
計

（
①

～
⑥

）
寄

親
　

分
6

145,063 
32,000 

0 
5,000 

0 
0 

19,710 
9,154 

5,919 
10,000 

81,783 
63,280 

与
力

　
分

23 
24,195 

3,500 
370 

980 
0 

730 
4,230 

2,575 
0 

0 
12,385 

11,810 

⑦
浮

田
主

馬
浮

田
　

太
郎

左
衛

門
尉

1
5,360 

300 
2,000 

1,000 
1,000 

4,300 
1,060 

与
力

分
4

250 
0 

120 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

120 
130 

（
組

　
小

計
）

5,610 
0 

420 
2,000 

0 
0 

1,000 
0 

0 
1,000 

4,420 
1,190 

⑧
浮

田
菅

兵
衛

尉
浮

田
　

菅
兵

衛
尉

1
4,000 

1,500 
325 

570 
1,000 

3,395 
605 

⑨
宍

甘
太

郎
兵

衛
尉

中
村

　
次

郎
兵

衛
1

3,000 
100 

1,150 
300 

1,000 
2,550 

450 
宍

甘
　

太
郎

兵
衛

尉
1

1,210 
300 

400 
400 

1,100 
110 

与
力

分
1

70 
0 

30 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

30 
40 

（
組

　
小

計
）

4,280 
0 

430 
1,150 

0 
700 

1,400 
0 

0 
0 

3,680 
600 

⑩
楢

村
監

物
楢

村
　

監
物

1
3,100 

1,540 
500 

2,040 
1,060 

与
力

分
1

50 
0 

0 
0 

0 
0 

30 
0 

0 
0 

30 
20 

（
組

　
小

計
）

3,150 
1,540 

0 
0 

0 
500 

30 
0 

0 
0 

2,070 
1,080 

⑪
明

石
久

兵
衛

尉
明

石
　

久
兵

衛
尉

1
2,000 

500 
500 

1,500 

小
計

（
⑦

～
⑪

）
寄

親
　

分
6

18,670 
3,040 

1,025 
4,220 

0 
1,200 

3,400 
0 

0 
1,000 

13,885 
4,785 

与
力

　
分

6 
370 

0 
150 

0 
0 

0 
30 

0 
0 

0 
180 

190 

組
　

合
計

寄
親

　
分

12 
163,733 

35,040 
1,025 

9,220 
0 

1,200 
23,110 

9,154 
5,919 

11,000 
95,668 

68,065 
与

力
　

分
29 

24,565 
3,500 

520 
980 

0 
730 

4,260 
2,575 

0 
0 

12,565 
12,000 

馬
廻

下
段

の
（

　
）

は
人

数
88

48,089 
1,405 

3,060 
2,520 

0 
1,950 

11,130 
3,395 

1,990 
90 

25,540 
(88)

(16)
(26)

(21)
(0)

(15)
(44)

(11)
(16)

(2)

総
合

計
129

236,387 
39,945 

4,605 
12,720 

0 
3,880 

38,500 
15,124 

7,909 
11,090 

133,773 
80,065 

※
　

浮
田

河
内

守
組

の
与

力
１

名
（

№
500　

津
島

次
郎

太
郎

）
が

30
石

の
加

増
を

受
け

て
い

る
が

、
浮

田
主

馬
組

の
与

力
と

重
複

し
て

い
る

こ
と

か
ら

表
中

か
ら

は
除

外
。

※
　

岡
越

前
守

加
増

の
う

ち
年

未
詳

の
１

万
石

に
つ

い
て

は
、

加
増

歴
の

先
頭

に
記

載
が

あ
る

こ
と

か
ら

文
禄

期
と

推
測

で
き

る
。
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（
表

　
3）　

　「
遠

藤
家

文
書

」
及

び
「

士
帳

」
の

比
較

か
ら

み
る

宇
喜

多
氏

重
臣

石
高

の
変

遷

「
遠

藤
家

文
書

」

岡
山

県
古

文
書

集
4　

-137

（
文

禄
3）

4.16

「
士

帳
」

類
型

宛
所

（
№

）
　

名
　

　
　

称
組

（
表

1）
石

高
文

禄
3

文
禄

4
文

禄
5

慶
長

2
慶

長
3

慶
長

4
慶

長
5

そ
の

他
加

増
計

加
増

前
石

高

1
岡

　
越

前
守

（
97）

岡
　

越
前

守
②

23,330 
1,000 

730 
10,000 

11,730 
11,600 

Ⅰ
型

2
富

川（
戸

川
）肥

後
守

（
1）

戸
川

肥
後

守
①

25,600 
7,000 

6,100 
4,970 

18,070 
7,530 

Ⅰ
型

3
長

舟
紀

伊
守

病
死

Ⅳ
型

4
明

石
掃

部
助

無
御

座
候

（
330）

明
石

掃
部

頭
④

33,110 
10,000 

10,610 
20,610 

12,500 
Ⅰ

型

5
花

房
志

摩
守

（
362）

花
房

志
摩

守
⑥

14,860 
8,000 

500 
8,500 

6,360 
Ⅰ

型

6
岡

　
采

女
正

不
在

Ⅳ
型

7
浮

田
平

太
（

235）
浮

田
平

太
③

6,000 
3,000 

3,000 
3,000 

Ⅱ
型

8
浮

田
河

内
守

（
495）

浮
田

河
内

守
⑫

4,500 
0 

4,500 
Ⅲ

型
→

Ⅰ
型

9
岡

本
権

之
丞

（
501）

岡
本

権
之

丞
×

3,265 
1,700 

1,700 
1,565 

Ⅲ
型

10
長

船
吉

兵
へ

（
233）

長
船

吉
兵

衛
尉

③
24,084 

7,000 
5,000 

1,000 
3,454 

16,454 
7,630 

Ⅰ
型

11
服

部
権

兵
へ

不
在

Ⅳ
型

12
中

吉
平

兵
へ

（
506）

中
吉

平
兵

衛
尉

×
1,510 

300 
300 

1,210 
Ⅲ

型

13
角

南
隼

人
（

507）
角

南
隼

人
佐

×
1,520 

0 
1,520 

Ⅲ
型

14
浮

田
六

郎
右

衛
門

尉
不

在
Ⅳ

型

15
苅

田
與

右
衛

門
尉

（
526）

苅
田

與
右

衛
門

尉
×

800 
240 

240 
560 

Ⅲ
型

16
村

田
七

郎
右

衛
門

尉
不

在
Ⅳ

型

17
宍

甘
四

郎
左

衛
門

尉
（

523）
宍

甘
四

郎
左

衛
門

×
800 

100 
360 

460 
340 

Ⅲ
型

18
鳥

山
左

馬
允

不
在

Ⅳ
型

記
載

な
し

（
333）

浮
田

左
京

亮
⑤

24,079 
500 

5,919 
6,419 

17,660 
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（
表

　
４

）　
　

文
禄

・
慶

長
期

　
宇

喜
多

家
臣

団
へ

の
宛

行
状

一
覧

宛
行

状
・

目
録

出
典

「
士

帳
」

整合性
備

考
№

発
給

年
月

日
宛

先
石

高
区

分
形

式
発

給
宛

行
対

象
地

№
所

属
加

増
記

載

1
文

禄
3.9.12

富
川

肥
後

守
7,530 

本
知

秀
家

　（
花

押
　

影
）

袖
に

秀
吉

朱
印

備
前

児
島

「
秋

元
興

朝
氏

所
蔵

文
書

」（
東

京
大

学
史

料
編

纂
所

　
影

写
本

）
1

戸
川

7,530 
◎

「
冨

川
」

は
「

戸
川

」
と

同
じ

　
　

史
料

3
7,000 

加
増

児
島

（
備

前
）、

備
中

、
美

作
7,000 

2
文

禄
3.9.16

花
房

志
摩

守
3,000 

新
知

Ａ
（

秀
家

）（
花

押
　

影
）

備
前

国
　

 和
気

郡
　

 新
田

庄
「

秋
元

興
朝

氏
所

蔵
文

書
」（

東
京

大
学

史
料

編
纂

所
　

影
写

本
）

362
花

房
8,000 

●
「

新
知

」
は

3,000
石

だ
が

、「
士

帳
」

と
の

差
5,000

石
は

同
年

中
に

別
途

加
増

が
あ

っ
た

と
推

測
3

文
禄

5.1.13
井

上
平

左
衛

門
100 

加
増

Ａ
（

秀
家

）
花

押
美

作
国

　
 真

島
郡

　
 之

内
『

新
訂

訳
文

　
東

作
誌

』　
中

巻
　

-
な

し
-

×

4
文

禄
5.1.27

進
藤

三
左

衛
門

尉
200 

不
明

Ａ
2（

秀
家

）（
花

押
　

写
）

備
中

国
　

 賀
陽

郡
　

 之
内

「
古

文
書

十
八

通
」（

国
立

国
会

図
書

館
　

古
典

籍
資

料
室

）
555

馬
廻

-
◎

「
新

知
」、「

加
増

」
い

ず
れ

か
不

明
。

進
藤

の
加

増
前

石
高

は
200

石
。

新
知

と
推

測
す

れ
ば

◎
5

文
禄

5.1.27
松

原
久

右
衛

門
尉

100 
加

増
Ａ

（
秀

家
）（

黒
印

　
写

）
  備

中
　

  都
宇

郡
　

 宮
内

「
藩

中
古

文
書

」（
国

文
学

史
料

館
）

655
馬

廻
100 

◎

6
慶

長
2.4.7

進
藤

三
左

衛
門

尉
200 

替
知

Ａ
3（

秀
家

）（
黒

印
　

写
）

備
前

国
　

 津
高

郡
　

 之
内

「
古

文
書

十
八

通
」（

国
立

国
会

図
書

館
　

古
典

籍
資

料
室

）
555

馬
廻

-
-

史
料

６
　

　
№

4　
の

替
地

7
慶

長
3.4.27

進
藤

三
左

衛
門

尉
200 

加
増

Ｄ
（

秀
家

）「
黒

印
如

前
」

「
古

文
書

十
八

通
」（

国
立

国
会

図
書

館
　

古
典

籍
資

料
室

）
555

馬
廻

200 
◎

8
慶

長
3.4.27

松
原

久
右

衛
門

尉
300 

加
増

Ｄ
（

秀
家

）「
印

　
同

前
」

美
作

国
　

 西
ゝ

條
郡

 院
庄

「
藩

中
古

文
書

」（
国

文
学

史
料

館
）

655
馬

廻
200 

△

9
慶

長
3.7.23

大
森

藤
左

衛
門

尉
100 

加
増

Ｃ
（

秀
家

）
（

黒
印

）
備

前
備

前
作

州

上
東

郡
邑

久
郡

英
田

郡

草
部

　
内

服
部

　
内

川
會

　
内

「
本

社
文

書
」（『

吉
備

津
彦

神
社

史
料

』）
23

戸
川

100 
◎

上
東

＝
上

道

10
慶

長
3.9.9

戸
川

肥
後

守
5,100 

預
置

（
秀

家
）（

花
押

　
影

）
作

州
　

 山
内

・
高

田
「

秋
元

興
朝

氏
所

蔵
文

書
」（

東
京

大
学

史
料

編
纂

所
　

影
写

本
）

1
戸

川
5,100 

◎
史

料
４

11
慶

長
3.9.9

牧
宗

兵
衛

尉
500 

不
明

Ｂ
秀

家
美

作
国

　
 大

庭
郡

　
 福

田
村

「
津

山
郷

土
博

物
館

寄
託

弓
斎

叢
書

」（『
久

世
町

史
』　

資
料

編
　

１
巻

　
編

年
史

料
）

560
馬

廻
250 

△
※

2

12
慶

長
4.2.6

戸
川

肥
後

守
4,965 

加
増

Ｃ
（

秀
家

）（
黒

印
　

影
）

備
中

加
陽

郡
、

作
州

久
米

南
条

郡
、

同
久

米
北

条
郡

、
同

東
北

条
郡

、
播

磨
佐

用
郡

14
か

所

「
秋

元
興

朝
氏

所
蔵

文
書

」（
東

京
大

学
史

料
編

纂
所

　
影

写
本

）
1

戸
川

4,965 
◎

13
慶

長
4.2.6

難
波

助
右

衛
門

尉
100 

加
増

Ａ
（

秀
家

）
（

黒
印

）
備

中
　

 都
宇

郡
　

 早
嶋

「
難

波
文

書
」（『

岡
山

県
史

』
20　

家
わ

け
史

料
）

576
馬

廻
-

△
※

3
士

帳
で

は
「

難
波

宗
太

郎
」

14
慶

長
4.2.6

花
房

外
記

1,000 
新

知
Ｃ

（
秀

家
）（

黒
印

　
影

）
作

州
東

北
条

郡
、

同
久

米
南

条
郡

、
同

久
米

北
条

郡
、

５
か

所
「

秋
元

興
朝

氏
所

蔵
文

書
」（

東
京

大
学

史
料

編
纂

所
　

影
写

本
）

644
馬

廻
-

◎

15
慶

長
4.3.21

不
破

加
右

衛
門

尉
　

※
1

600 
新

知
Ａ

（
秀

家
）「

花
押

如
上

」
備

前
國

　
 津

高
郡

　
 芳

賀
村

「
不

破
氏

古
文

書
」（『

山
内

家
史

料
』

第
二

代
忠

義
公

紀
）

650
馬

廻
-

◎

16
慶

長
4.12.13

不
破

九
左

衛
門

尉
200 

加
増

Ａ
（

秀
家

）「
印

　
如

上
」

備
前

國
　

 津
高

郡
　

 芳
賀

村
「

不
破

氏
古

文
書

」（『
山

内
家

史
料

』
第

二
代

忠
義

公
紀

）
650

馬
廻

200 
○

※
4「

士
帳

」
で

は
「

弐
百

石
　

慶
五

加
」

17
慶

長
5.1.2

進
藤

三
左

衛
門

尉
200 

加
増

Ａ
2（

秀
家

）（
花

押
　

写
）

備
前

国
　

 石
生

郡
　

 小
野

田
村

「
古

文
書

十
八

通
」（

国
立

国
会

図
書

館
　

古
典

籍
資

料
室

）
555

馬
廻

200 
◎

石
生

＝
磐

梨
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18
慶

長
5.8.4

不
破

九
左

衛
門

尉
700 

加
増

Ｃ
（

秀
家

）（
花

押
　

写
）

（
播

磨
）

（
美

作
）

 南
北

條
東

有
年

「
不

破
氏

古
文

書
」（『

山
内

家
史

料
』

第
二

代
忠

義
公

紀
）

650
馬

廻
-

×
500

石
（

東
有

年
）

＋
200

石
（

美
作

）

19
慶

長
5.8.4

不
破

九
左

衛
門

尉
800 

加
増

Ｃ
2（

秀
家

）（
黒

印
　

写
）

作
州

同

西
條

郡
久

米
北

條
郡

野
介

内
　

竹
田

南
庄

「
不

破
氏

古
文

書
」（『

山
内

家
史

料
』

第
二

代
忠

義
公

紀
）

650
馬

廻
-

×
鉄

砲
衆

付
属

20
慶

長
5.8.4

納
所

小
兵

衛
50 

新
知

Ａ
（

秀
家

）（
黒

印
　

影
）

備
前

國
　

 三
野

郡
　

 下
中

野
「

塚
本

文
書

」（
東

京
大

学
史

料
編

纂
所

　
影

写
本

）
-

な
し

-
×

三
野

＝
御

野

21
慶

長
5.8.4

長
原

菅
作

100 
加

増
Ｂ

2
秀

家
「

此
花

押
同

前
」

備
中

国
　

 都
宇

郡
　

 八
尾

『
黄

薇
古

簡
集

』
巻

第
八

　
上

道
郡

　
長

原
村

長
原

元
吉

古
所

蔵
382

浮
田

主
馬

-
×

士
帳

に
は

「
被

召
上

」　
記

載
あ

り
　

　
形

式
に

つ
い

て
は

以
下

の
と

お
り

。
な

お
、

空
欄

（
２

点
）

は
Ａ

～
Ｄ

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

も
の

　
　

Ａ
　

　「（
地

名
）

之
内

為
新

知
（

ま
た

は
加

増
）

○
○

石
之

事
　

目
録

別
紙

有
之

」 
Ａ

2　「（
地

名
）

之
内

○
○

石
之

事
　

目
録

別
紙

有
之

」 
Ａ

3　「（
地

名
）

之
内

○
○

石
之

事
　

目
録

別
紙

有
之

　
就

領
知

悪
与

申
　

為
替

知
」

　
　

Ｂ
　

　「
於

（
地

名
）

之
内

○
○

石
之

事
相

計
訖

」 
Ｂ

２
　

　「
於

（
地

名
）

之
内

○
○

石
之

事
　

為
加

増
令

扶
助

訖
」

　
　

Ｃ
　

　「
知

行
目

録
＋

明
細

（
箇

条
書

き
）

＋
都

合
○

○
石

右
為

加
増

」 
Ｃ

２
　「

知
行

目
録

＋
明

細
（

箇
条

書
き

）
＋

都
合

○
○

石
右

新
儀

召
置

」 
　

　
Ｄ

　
　「

為
加

増
○

○
石

之
事

　
目

録
別

紙
有

之
」

　
　

な
お

、
Ａ

、
Ｃ

に
つ

い
て

は
宛

行
地

が
一

円
的

な
も

の
で

、
Ｂ

、
Ｄ

に
つ

い
て

は
広

範
囲

に
分

散
し

て
い

た
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

 
 

 
　「

士
帳

」
と

の
整

合
性

に
つ

い
て

　
　

◎
　

宛
行

状
等

と
「

士
帳

」
加

増
記

載
が

一
致

　（
な

お
、「

新
知

」
と

し
て

宛
行

れ
た

も
の

に
つ

い
て

は
、「

士
帳

」
の

加
増

前
石

高
と

一
致

し
て

い
る

も
の

は
こ

れ
に

含
め

た
）

　
　

●
　

石
高

が
不

一
致

（
た

だ
し

、
宛

行
状

等
　

＜
　「

士
帳

」
加

増
記

載
　

で
、

他
の

宛
行

状
等

の
存

在
が

推
測

さ
れ

る
も

の
）

　
　

○
　

発
給

年
と

「
士

帳
」

加
増

年
に

ず
れ

が
あ

る
も

の
　

　
△

　
石

高
が

不
一

致
（

宛
行

状
等

　
＞

　「
士

帳
」

加
増

記
載

）
　

※
１

　
不

破
加

右
衛

門
尉

は
不

破
九

右
衛

門
尉

の
旧

名
で

あ
る

こ
と

は
　

森
脇

論
考

②
に

よ
り

明
ら

か
に

さ
れ

て
い

る
。

　
※

2　
牧

宗
兵

衛
尉

の
石

高
の

不
一

致
に

関
し

て
も

、
森

脇
論

考
②

で
旧

領
安

堵
と

新
規

加
増

が
同

時
に

行
わ

れ
た

こ
と

に
よ

る
誤

記
を

推
測

さ
れ

て
い

る
。

　
※

3　
森

脇
論

考
②

に
お

い
て

、
助

右
衛

門
尉

と
宗

太
郎

を
同

一
人

物
と

比
定

さ
れ

て
い

る
。

　
※

4　
加

増
年

の
ず

れ
に

関
し

て
も

、
森

脇
論

考
②

で
宛

行
状

の
日

付
が

慶
長

4
年

末
と

い
う

点
に

着
目

さ
れ

「
何

ら
か

の
事

情
で

打
渡

し
が

翌
年

に
ず

れ
こ

ん
だ

も
の

だ
ろ

う
」

と
推

測
さ

れ
て

い
る

。
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（
表

　
５

）　「
士

帳
」

に
み

る
城

領
一

覧

城
領

管
理

者
城

名
所

在
地

城
領

石
高

（
Ｂ

）
「

士
帳

」
記

載
内

容
城

領
以

外
石

高

所
属

番
号

氏
名

石
高

（
Ａ

）
（

Ａ
―

Ｂ
）

①
　

戸
川

肥
後

守
1

戸
川

　
肥

後
守

25,600 
不

明
1,000

戸
川

組
の

集
計

記
載

に
「

弐
千

石
城

領
分

　
無

役
」

と
あ

り
高

田
の

他
に

更
に

千
石

の
城

領
が

存
在

。
戸

川
自

身
の

加
増

記
載

に
「

千
石

　
慶

三
御

加
増

」
と

あ
り

、
か

つ
他

の
与

力
に

城
領

記
載

が
見

当
た

ら
な

い
こ

と
か

ら
慶

長
三

年
の

千
石

加
増

が
城

領
分

で
あ

っ
た

こ
と

が
推

測
さ

れ
る

。

24,600

3
岡

　
市

丞
3,160 

高
田

城
美

作
国

真
嶋

郡
（

真
庭

市
勝

山
）

1,000
「

千
石

　
慶

三
高

田
城

領
」

2,160

②
　

岡
　

越
前

守
103

湯
浅

　
九

郎
兵

衛
尉

880 
幸

山
城

（
高

山
城

）
備

中
国

窪
屋

郡
（

総
社

市
西

郡
・

清
音

三
因

）
1,000

500
「

五
百

石
　

慶
三

加
幸

山
城

領
」

380

107
岡

　
平

次
郎

500 
500

「
五

百
石

　
慶

三
新

知
幸

山
城

領
」

0

④
　

明
石

掃
部

頭
331

明
石

　
四

郎
兵

衛
尉

1,000 
三

星
城

美
作

国
勝

南
郡

（
美

作
市

明
見

）
1,000

「
千

石
無

役
　

但
三

星
城

領
」

0


